
平成１３年９月第４回坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会定例会会議録
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〇 招 集 告 示

坂戸、鶴ヶ島下水道組合告示第１４号

平成１３年９月第４回坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会定例会を次のとおり招集する。

平成１３年９月１０日

坂戸、鶴ヶ島下水道組合管理者 伊 利 仁

記

１ 期 日 平成１３年１０月１０日

２ 場 所 坂戸、鶴ヶ島下水道組合議事堂

〇会 期

平成１３年１０月１０日 １日間
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〇 応 招 ・ 不 応 招 議 員

応招議員（１４名）

１番 森 田 正 男 君 ２番 山 中 基 充 君

３番 田 原 教 善 君 ４番 高 沢 良 夫 君

５番 山 田 吉 徳 君 ６番 長 井 昭 夫 君

７番 永 真 理 人 君 ８番 松 村 和 子 君

９番 井 上 勝 司 君 １０番 西 村 武 次 君

１１番 中 島 常 吉 君 １２番 榊 原 京 子 君

１３番 高 橋 信 次 君 １４番 藤 原 建 志 君

不応招議員（なし）
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平成１３年９月第４回坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会定例会 第１日

〇議事日程（第１号） 平成１３年１０月１０日

日程第１、会議録署名議員の指名について

日程第２、会期の決定について

日程第３、諸報告

現金出納検査の結果について（監査報告第３号）

議事説明者について

日程第４、平成１２年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合一般会計歳入歳出決算認定について（議案第５号）

日程第５、一般質問
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午前１０時開会

出席議員（１４名）

１番 森 田 正 男 君 ２番 山 中 基 充 君

３番 田 原 教 善 君 ４番 高 沢 良 夫 君

５番 山 田 吉 徳 君 ６番 長 井 昭 夫 君

７番 永 真 理 人 君 ８番 松 村 和 子 君

９番 井 上 勝 司 君 １０番 西 村 武 次 君

１１番 中 島 常 吉 君 １２番 榊 原 京 子 君

１３番 高 橋 信 次 君 １４番 藤 原 建 志 君

欠席議員（なし）

説明のための出席者

管 理 者 伊 利 仁 君 副 管 理 者 品 川 義 雄 君

収 入 役 池 畑 勝 一 君 監 査 委 員 菅 沼 明 之 君

事務局次長事 務 局 長 吉 田 勝 己 君 柳 沢 弘 君兼総務課長

事務局次長事務局次長 山 邦 治 君 中 河 渡 君兼管理課長

業 務 課 長 浅 見 邦 男 君 建 設 課 長 岩 上 達 志 君

水 処 理
セ ン タ ー 金 子 久 夫 君
所 長

事務局職員出席者

書 記 岡 安 文 雄 書 記 森 田 進 一

書 記 新 井 邦 男 書 記 高 山 淳
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（午前１０時００分）◎開会及び開議の宣告

〇 現在の出席議員14人全員であります。よって、定足数に達しております。議長（高沢良夫君）

ただいまから平成13年９月第４回坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開

きます。

◇

◎議長のあいさつ

〇 開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。議長（高沢良夫君）

平成13年９月第４回坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会定例会のご案内を申し上げましたところ、大変お忙し

い中、早朝よりご出席を賜り、ここに開会できますことは、本組合の発展のため、まことに喜ばしい次第

であります。

本日は平成12年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合一般会計歳入歳出決算認定の議案が提出されております。何

とぞ慎重ご審議をいただき、本定例会が無事終了できますようご協力をお願い申し上げまして、簡単では

ありますが、ごあいさつといたします。

◇

◎管理者のあいさつ

〇 管理者よりごあいさつをお願いいたします。議長（高沢良夫君）

伊利管理者。

〇 議員の皆さん、おはようございます。管理者（伊利 仁君）

本日ここに、平成13年９月第４回坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会定例会を招集申し上げましたところ、議

員各位におかれましては何かとご多用な中、ご健勝にて全員の方のご出席をいただきまして、ここに議会

の成立を見ることができましたことは、当組合発展のためにまことにご同慶にたえないところでありまし

て、衷心より厚く御礼を申し上げる次第であります。

さて、本年度も第３・四半期に入りましたが、公共下水道管渠布設工事も順調に進捗しており、下水道

普及促進に向け努力をいたしているところでございます。また、各種事業の推進に鋭意努力をいたしてい

るところでありまして、これもひとえに議員各位及び関係皆様方のご理解とご協力のたまものと深く感謝

を申し上げる次第であります。

本日ご提案申し上げる議案は、平成12年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合一般会計歳入歳出決算の認定１件で

ございますが、本組合運営上重要な議案でございますので、何とぞ慎重ご審議をいただき、適切なるご結

論を賜りますようにお願いを申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。何とぞよろしくお願い

いたします。



- 6 -

◇

◎議事日程の報告

〇 書記をして、本日の議事日程を朗読いたさせます。議長（高沢良夫君）

高山書記。

〇 （議事日程朗読）書記（高山 淳君）

◇

◎会議録署名議員の指名

〇 ただいまから本日の議事に入ります。議長（高沢良夫君）

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第83条の規定により、議長において、

８番 松 村 和 子 議員

９番 井 上 勝 司 議員

を指名いたします。

◇

◎会期の決定

〇 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。議長（高沢良夫君）

今期定例会の会期は、本日１日としたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔 異議なし」の声〕「

〇 ご異議なしと認めます。議長（高沢良夫君）

よって、平成13年９月第４回坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会定例会の会期は、本日１日と決定いたしまし

た。

◇

◎諸報告

〇 日程第３、諸報告をいたします。議長（高沢良夫君）

監査委員から、平成13年５月、６月及び７月分に係る現金出納検査結果の報告がありましたので、写し

をお手元に配付しておきましたから、ご了承願います。

続いて、今期定例会に議事説明者として出席通知のありました者の職、氏名並びに書記の氏名を一覧表

として配付しておきましたから、ご了承願います。
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◇

◎議案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇 日程第４、平成12年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合一般会計歳入歳出決算認定について議長（高沢良夫君）

（議案第５号）を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

伊利管理者。

〇 ただいま議題となっております議案第５号 平成12年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合管理者（伊利 仁君）

一般会計歳入歳出決算認定について、提案の理由を申し上げます。

平成12年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合一般会計歳入歳出決算につきましては、去る７月23日に監査委員さ

んに審査をお願いいたしましたところ、いずれも計数的に正確であり、かつ内容も正当なものと認められ

ましたので、その意見書並びに行政報告書を付して議会の認定をいただきたく、提案いたした次第であり

ます。

何とぞ慎重ご審議の上、速やかなるご議決を賜りますようにお願い申し上げまして、提案理由の説明と

いたします。

〇 これより本案に対する内容説明を求めます。議長（高沢良夫君）

歳入及び歳出にかかわる説明を求めます。

最初に、柳沢事務局次長。

〇 （内容説明）事務局次長（柳沢 弘君）

〇 次に、岩上建設課長。議長（高沢良夫君）

〇 （内容説明）建設課長（岩上達志君）

〇 次に、金子水処理センター所長。議長（高沢良夫君）

〇 （内容説明）水処理センター所長（金子久夫君）

〇 続いて、中河事務局次長。議長（高沢良夫君）

〇 （内容説明）事務局次長（中河 渡君）

〇 これより質疑に入ります。議長（高沢良夫君）

２番、山中基充議員。

〇 議案第５号 平成12年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合一般会計歳入歳出決算の認定につ２番（山中基充君）

いて、質疑をさせていただきます。

この平成12年というものは、まさに2000年ミレニアムの年でございまして、我々地方自治体にとっても

地方分権一括法が施行されて、より独立、自立、そして責任が問われた年でもございました。その中にあ

ってみずからの収入等の確保というものに対して、今まで真剣でなかったというわけではございませんけ

れども、よりシビアな対応が求められてきたと考えられる年でございます。

その中において一番目立つところにおきましては、収入未済額、また徴収率等が微減といいますか、悪

化しているという現状に対しまして、どのようにとらえられてどのように対応されていたのか、徴収に対

して努力をされているというご説明でございましたけれども、その内容等について詳しくお示しいただき



- 8 -

たいと思います。

続きまして、同様に地域し尿処理施設、今回は星和住宅が新たに加わったわけでございますけれども、

その事業規模としては大体予算現額からやると、大体６倍規模の事業規模でございますけれども、その今

。 、年度だけの未済にかかわりますと20倍ほどの開きがございます その辺をどのように分析されているのか

西坂戸に関しましてはもう恒常的に未済な方が多いとか、そこら辺のことを原因等がもしありましたら、

分析等をお示しいただきたいと思います。

また、今回は今年度平成14年４月施行に延期されましたけれども、いわゆるペイオフという問題があり

ます。当初でありましたら今年度に施行される予定でありましたけれども、当組合におきましても下水道

整備基金が平成12年度の現在高で５億1,366万2,000円となっております。このうちの1,000万までしか要

は預金が還付されないと、つぶれた場合、このことに対して今この当下水道組合のみならず、各自治体で

今国としての対策を求めているというのも実情でございますけれども、どのような対応、また研究等をさ

れているかについてお伺いいたします。

以上です。

〇 浅見業務課長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 未済の関係でございますが、この数年景気が悪化して、そのあおりを受けて下業務課長（浅見邦男君）

水道使用料金が滞納者が微増でございますが、ふえてきているのが状態でございます。滞納者につきまし

ては、郵送に対して督促状、それから催告状、そして電話による請求、それから臨宅等において未済につ

いて集金をさせていただいているわけなのですが、職員一同努力しているところでございますが、現実集

金に伺いましても、どうしてもお金がないのだということが現状でございます。さらに、そういった意味

でほかの方法というような形ではないですが、臨宅の徴収を回数をふやしたり、昼間だけではなく夜もと

いうことでさらに努力をしていきたいなというふうに思っております。

それから、星和の若葉台地域し尿処理施設の未済でございますが、この関係でございますが、10月初め

にこれ収入未済がなくなって集金されております。ですから、今現在ではゼロでございます。

以上でございます。

〇 柳沢事務局次長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 お答えいたします。事務局次長（柳沢 弘君）

ペイオフの解禁に向けての公金の保全対策の関係でございますけれども、既にご承知のとおり平成14年

４月から解禁されるということになっておりまして、当組合といたしましても構成市であります坂戸市と

同じ指定金融機関ということもございまして、現在坂戸市の方で保全対策の関係の研究会が設置されてお

ります。ほかの事務組合も一緒にその研究会の中に入りまして、組合の公金の保全対策関係を現在取りま

とめて万全を期していきたいというようなことで進めております。

以上です。

〇 ２番、山中基充議員。議長（高沢良夫君）

〇 ２番、山中基充です。再質疑を行わさせていただきます。２番（山中基充君）

、 、 、 、 、 、まず 収入未済 徴収率の件についてなのですけれども 督促状をなされて また電話等 また日曜日

夜間の徴収等に努力されていると、しかし行っても払えないものは払えないというような、そういった形
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、 、でなかなかこれは行政側としても苦労のあるところかなともご推測 お察しさせていただきますけれども

一段努力をしていただきたいというものと、あと特に特徴的なのはその今質問の中で西坂戸の方と若葉は

今回もう徴収100％ということですけれども、この開きはどういったところから出てくるのかという、も

し分析等がありましたらお示しいただきたいと思います。

あともう一つ、私は特に徴収に関しては、下水道と水道は料金的に一体に計算されて、およそ水道料金

の一定の割合で下水道料金ということでありましたから、同時に収入しているかと思いましたけれども、

徴収に関しては別々だということでございまして、ほかのものに比べると下水道は徴収率がいいのかなと

も思いますけれども、その点に関して例えば水道と下水道を一括徴収のような形をとると、この中の未収

、 、 、の方に対しまして 例えば水道料金だけは払っているけれども 水道はとめられたら生活できませんから

下水に関しては払っていないと、それができるできないは案外知られていないと思うのですけれども、そ

れを知って意識的というかどうかわかりませんけれども、それをやっていらっしゃる方も中にはいらっし

ゃるのではないかなというふうに推測されますけれども、その現状とまた一括徴収等にすれば、そういっ

た方も同時に下水道料金も払っていただけるのではないかと思いますけれども、その辺の対応についてお

伺いをさせていただきます。

また、ペイオフ対策ということで、今坂戸と協議している、坂戸の協議と並行して協議をしているとこ

ろだというお話だと思うのですけれども、特に今回例えばこの基金の中で、基金等を預けている普通金融

機関、これは政府系とか国関係除いて、例えば下水道組合で借金している、一般銀行から借金している部

分に関して、もしペイオフ等があった場合は、その分は相殺できるようなことができないのかどうかと、

またその逆等がもしわかりましたらお示しいただきたいと思います。

それから、今回私質疑していませんけれども、例えば公債費のところなんかでも必ず出てくるのは借り

かえができないのかとかいう話でいるところでございますけれども、そうなりますと、そのときにも毎度

の答弁で聞かせていただいていますように、公的なそういうものに対しては条件があって、当組合におい

ては条件をいわゆる満たしているというか、実情はそんなにひどくないので、そういう借りかえができな

いという答弁が毎度のことでございますので、もう重々承知しているわけでございますけれども、その辺

のもしそういった場合、ペイオフに備えた借りかえをする場合のネックというのは、同じような条件が課

せられているのかどうか、それについて質疑させていただきます。

〇 浅見業務課長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 西坂戸と星和の関係でございますが、絶対数が西坂戸の方につきましては調定業務課長（浅見邦男君）

数とすると１万1,899件でございますので、戸数とすると1,983件、星和の方については444件ということ

で、未済については星和の方は１件なのですよ。そういう関係で１件が徴収されるとゼロということで、

西坂戸の方につきましては498件ございましたので、滞納者の絶対数が多かったということになると思う

のですが、現実的には先ほど申し上げましたけれども、いろいろな形で努力はしているのですけれども、

不在の方もおいでになりますし、極力先ほど言いました、夜、昼、それから電話、すべての徴収できる範

囲で努力をさせていただいているところでございます。

それから、同時徴収の関係でございますが、確かに今お話がありましたように、水道料金だけを払って

下水道料金を払わないというのがあるのですが、それに対しては現実に一般の市民の方は下水道組合、そ
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れから水道企業団というのが同じ自治体というのですか、その解釈をされない方がほとんどなのですが、

、 、滞納者の中でわかるのは納付書で分かれていますので その関係で水道は先ほどお話がありましたように

６カ月たちますと閉栓と、とめられて、水道料金だけ払えば開栓されますので、下水道料金はその措置が

とれませんので、そういう形に今後一括徴収されますと、その辺は解消されるのかなということで、今業

務課として、今担当課の方でその辺を協議をして、検討させていただいているところでございます。

〇 柳沢事務局次長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 お答えいたします。事務局次長（柳沢 弘君）

ペイオフの関係でございますけれども、これにつきましては先ほど構成市である坂戸市の方と研究会を

、 、 、今つくって 進めているということを申し上げましたけれども 特にその中でも金融機関関係の経営状況

それらを把握するということが情報収集の第一、初めのことかなということも中でいろいろ議論されてお

ります。

また、先ほど話が出ました縁故債の関係でございますけれども、当組合につきましては縁故債現在すべ

て償還しております。政府資金の簡易生命保険債、あるいは運用部資金、そういうものを国での発行の資

金でございますので、縁故債は現在返済してございます。

あともう一点の借りかえの関係でございますが、これも再三前もお話ししましたが、いろいろ制約がご

ざいまして、組合の公営企業にかかわる資本単価ですか、あるいは使用料の単価、こういうものの基準を

上回っていなければならないというものもあります。それから、特に現在借りかえができるのは公営企業

金融公庫債、これが対象になっております。その以外にはまだ現在では借りかえ制度はございません。一

応そんなような状況で、今後の動向を見ていきたいと思っておりますけれども、以上でございます。

〇 よろしいですか。議長（高沢良夫君）

８番、松村和子議員。

〇 ８番、松村和子。議案第５号につきまして、何点か質疑を行います。８番（松村和子君）

まず最初に、今も質疑がございましたが、年々収入未済、あるいは不納欠損額が増額になってくるとい

うことは、バブル経済の崩壊による市民生活の困難さというのを反映していくというふうに思うわけでご

ざいます。特に不納欠損は決算の監査委員の報告にもございますように、11年度317件、10年度354件に対

して本年度は662件と、非常に不納欠損額がふえて、件数がふえて金額も117万3,133円とウエートを占め

るようになったということは大きなやはり当組合にとっても問題ではなかろうかというふうに一つは考え

ております。

先ほども収入未済額の答弁もいただきましたが、臨宅徴収、夜間徴収、それなりの努力をしているとい

うことは認めるわけでございますけれども、一つにはやはり私が前に申し上げましたように、事前のいろ

んな学生ないし単身赴任とか、借りていてもどこかに移転してしまう人の徴収、あるいは法23条の適用な

ど求めてきたわけでございますけれども、こうした点についてはどのように対応されたのかということに

ついてお尋ねしておきたいと思います。

次に、この中に消費税の交付が各自治体に一程度消費税導入に対してあったわけですけれども、この消

費税の交付状況と、それから下水道使用料の転嫁額について、算出すれば出ると思いますけれども、全体

の消耗品を含めた額もぜひご提示をお願いしたいというふうに思いますので、ご答弁をお願いします。
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次に、ページの方がこれは前のページから飛びまして、最終になりますけれども、７、８ページの負担

金のところなのですけれども、一番上の都市下水路、公共下水道事業の負担につきまして、石井終末処理

場の建設事業における都市基盤整備公団の負担金というのがございまして、そのうち繰越明許分というこ

とで2,229万5,686円あるわけなのですが、現在までの公団からの負担金は全体の約束していた負担額に対

してどのくらい入っているのか、合計で、当年度末で、あとの残りはどういうふうに歳入できる予定なの

かということについてお尋ねしておきたいと思います。

次に、ちょっと飛びますけれども、15、16ページなのですけれども、これはここには議員報酬並びに議

員期末手当、次に17、18には一般、管理職などの給与なども含まれます経費が入っています。これは後で

出されたものですけれども、今経費削減の中でオンブズマンなどは組合の報酬は二重取りではないかと、

給料についてもこういうことをやるということが望ましくないのだということが提示されてきているわけ

ですが、こうした点についてはどのようにご検討なされたのかということについて伺っておきたいという

ふうに思います。

また、23、24ページでは、特に不用額が多かった15の工事請負費の公共下水道築造工事では、歳入の面

でもこの点は国の歳入も減っておりますし、総体的に繰越明許を行っている分減っているのかなというふ

うには思いますけれども、なぜこれだけの繰越明許を行わなければならなかったかという原因について、

一つは伺っておきたいなというふうに思いますので、答弁をお願いしたいと思います。

ちょっと飛びますけれども、31、32の委託料につきまして、都市下水路設計業務委託料が計上されて、

先ほどのご説明では圏央道にかかわる設計費用が主なものだというふうに言われたのですが、今度圏央道

ができるに当たって、こうした下水路も一般質問で私いろんな形での下水路ということを求めてまいりま

した。今回の都市下水路も恐らく国の規定に沿って設計なされているというふうに思いますけれども、や

はり緑と水辺を残す下水道という観点から、視察も議員の方でやってきているような感じでございますけ

れども、この都市下水路はどのような設計を組まれているのか、中身についてお尋ねしておきたいという

ふうに思います。

次に、33、34、次のページでございますが、これは特に都市下水路の維持管理について、草刈りは結構

なのですけれども、害虫駆除の問題では今いろんな公害問題が出ておりまして、再三にわたってこの問題

を指摘してまいりました。今回も行政報告書を見ると、非常に多量の薬剤を使用しているというふうに見

られるわけでございます。こういうことについては自粛を求めたのですが、本当に安全なものなのかどう

かということも含めまして、余りやってほしくはないのですけれども、その点についてはどのように今ま

で精査されてきたかということを一つはお尋ねしておきたいと思います。

並びに行政報告書なのですけれども、この決算のあらゆる発注の中身が行政報告書として委託工事の状

況として取りまとめられておりますが、この中でやはりずっと指摘してまいりました議員初めとするそう

した方々の入札というものを私当組合でモラルに反するということで一般質問して、当組合にはほとんど

関係する方はいらっしゃらなくなったのですが、やはり両市町における議員がいまだに入札を落札をして

、 、 。 、いると 入札については私調べましたところ 非常に多いのですよね 29件も入札に参加しておりまして

落札については22ページの神田測量さん、そして28ページでは福田土木さん、30ページでは上田中組、関

係するやはり市会議員の方がいらっしゃるということはこの前もるる申し上げたとおり、法律上はやはり
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それだけの権限を持つ社員がいるということは、問題なのだという判例まで出ているような入札形態をと

、 、っていくということについては この不況の中でやっぱりさまざまな問題が世論が起こされておりまして

オンブズマンの方からも非常にこういった点も私どもの方にも指摘されているところでございます。こう

いうやはり入札を精査できないのかということについて、今までずっと考えていたのですが、何年指摘し

てもなかなか、多少はなくなりましたけれども、この組合から、でもやっぱり関係する議員の人が入札、

落札までしていくという、これは異常なやっぱり事態なものですから、この点についてどういうふうに精

査されたのかについてお尋ねをしておきたいと思います。

最後に、50ページにおいて公債費がございますけれども、先ほど山中議員の方からも質疑が一程度あっ

たのですが、私はここに借り入れ先の利率とか借り入れ先というのは一般のその市中銀行の方はないのだ

と、さっき答弁されたので出ていないのかなというふうには思ったのですが、どういう額でどこから借り

入れて、いつ返済をどのようにするのかというのがついていないような、私が見た限りではついていない

のですが、ほかの人が見て見つかるかもしれないのですが、ついていないわけなのですね。これはやっぱ

り借り入れている以上、きちっと行政報告書に載せておくべきではないかというふうに思います。債務負

担行為を含む公債費の額と、それから公債比率についてどのような結論、12年度決算ではどうなっている

のかということについてお尋ねしておきたいのと、最終的には借りかえができない、できないと言われて

きても借りかえをできるわけですね。鶴ヶ島市でも幾つか借りかえしています。政府債については難しい

というふうには言われるのですけれども、最近は非常に金利が下がっておりまして、何らかの対策を立て

ればできなくはないというふうに思うのですが、こうしたことも含めましてご答弁をいただいておきたい

と思います。

以上です。

〇 岩上建設課長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 お答え申し上げます。建設課長（岩上達志君）

24ページの節15の工事請負費の関係の繰越明許費の分としての9,500万の関係、これにつきましては雨

水対策の緊急事業としての国からの前倒しの分でございます。この浅羽の大排水の関係につきましては、

６月議会でも松村議員さんには内容については答弁していることと思います。

それから、備考欄のうち繰越明許費分、この関係につきましては２億7,671万1,000円、これにつきまし

ては国からの景気対策の前倒し分でございます。

〇 浅見業務課長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 お答え申し上げます。業務課長（浅見邦男君）

先ほど松村議員さんからご質問ありました不納欠損の関係でございますが、総額に対しては117万

3,133円でございますが、これの件数でございますが、662件、ご指摘がありましたように住民登録がなく

て所在不明の方が471件ということで71％と大変多うございます。 それから、住民登録をしているのです

が、構成市、それからほかの市町村に転居されているわけなのですが、所在も不明な方が176件というこ

とで27％、そのほかに国外に退去されて、移住された方が３件、死亡なさって後継者が不明な方が12件と

いうことで、先ほどの不納欠損を少なくするには当然無断退去されますので、大家さんとかそれから住民

登録がなされてある場合については追跡調査等もして、いろいろ調べて今後そういった方々のご協力をい
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ただきながら、不能欠損ならないように、なお支払い能力があっても支払わないで拒んでいる方々につい

ては、書面等の提出をさせて、時効の中断ということで不能欠損をしない形で徴収をしていきたいと、そ

う考えております。

、 、 。それから 消費税の関係でございますが 課税対象使用料については８億6,429万5,170円でございます

それの消費税額は4,319万1,248円でございます。

以上でございます。

〇 柳沢事務局次長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 お答えいたします。事務局次長（柳沢 弘君）

都市基盤整備公団の負担金の関係でございますけれども、これにつきましては坂戸入西地区における公

共下水道終末処理場建設事業に係る費用負担金協定に基づきまして、平成12年度末までに21億7,610万

3,331円の公団から負担をいただいております。今後におきましても、当然13年度予算でも計上してござ

いますが、今後は水処理センター関係の周辺対策、あるいは道路関係、それらのものも対象として見込ん

でおりますが、一応期間としては平成15年３月31日までが期間となっております。

次に、順序は前後しますけれども、報酬の関係でございますけれども、これにつきましては先般の議会

のときでもお話をしましたが、各事務組合にオンブズマンの方から報酬の関係が出ております。組合とし

ては現行条例に基づきまして現状では支払うということでございます。

次に、議員さんの関係でございますけれども、これにつきましては下水道といたしましては、毎年指名

参加願等の審査等がございます。その中で当然役職関係もここでチェックしておりますので、指名委員会

等も諮っております。そういう意味で特に現行抵触していないという判断でございます。

それから、公債費の関係でございますけれども、これについては公共下水道関係、いわゆる下水道事業

関係につきましては、ほとんど政府資金が全部ついてございます。なおかつ良質資金ということでかなり

低金利のものが下水道はついております。現状におきましては５年据え置きの30年の償還ということで、

ここに行政報告書の方でも現在の負債現在高が出ておりますけれども、現在の利子でいきますと、現行は

1.9％の利率でございます。公債費については以上のような状況でございます。

それから、大谷川の都市下水路関係の圏央道との絡みでございますけれども、これも再三前も話しまし

たが、現状では大谷川都市下水路の南側に接して都市下水路を造っていくということで、部分的にはボッ

クスの部分、あるいは開渠の部分になります。旧川分については鶴ヶ島市の方とも協議してございますけ

れども、このルート決定につきましては、鶴ヶ島市の方と協議いたしまして、大宮国道の関係もございま

すけれども、それによって法線を決定してございます。

以上でございます。

〇 中河事務局次長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 お答え申し上げます。事務局次長（中河 渡君）

ユスリカ害虫駆除の関係でございます。まず、ユスリカ駆除につきましては、両市と協議をし、両市よ

り依頼を受けて実施しているというのが実情でございます。ユスリカ対策につきましては、ザーテル水和

剤５％という薬剤を使っているわけでございますけれども、これにつきましては魚介類の影響は少なく、

ユスリカにすぐれた成果をあらわすというような薬剤でございまして、30倍に希釈し、実施しているとこ
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ろでございます。いずれにいたしましても、ユスリカ対策の散布につきましては、安全性を確保しながら

実施してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。

〇 ８番、松村和子議員。議長（高沢良夫君）

〇 ８番、松村和子。再質疑を行います。８番（松村和子君）

まず、最初の問題ですけれども、不能欠損、収入未済についてはあらゆる手だてを尽くすというのはわ

かりますけれども、何と申しましょうか、国外退去とか移転という数字も結構一面では多いわけです。私

前申し上げましたのは、先ほどそちらが答弁したように、大家さんなどに後で頼んでやるのではなくて、

やはり事前にそうした一程度の家賃も前家賃みたいのをいろいろ大家さんもいなくなる、払わないでいく

という人もいますので、いろんなのをいただいていますけれども、こうした点でも一程度大家さんが配慮

。 、できるような体制がとれないものかなというのが一つあるのですよ というのはお金があっても払えない

これはやっぱり一つは問題だと思うのですね。だから、何らかの形を条例化するか、あるいは規則で決め

るかわからないのですけれども、そういった移転が激しいワンルームマンションであるとか、そうしたマ

ンション的なものについて適応できないかなというのが一つです。

もう一つは、法律で管理者がそれを減免することができるという規定を決めてありますので、それにつ

いて免除規定は適用されたのかどうかという質疑を私したのですが、それがちょっとお答えいただけなか

ったのですよ。その点について適用はあったのかどうか。先ほど聞いていますとお金がなくて支払えない

という人がいるのですというふうな答弁は、山中議員の方にしていましたけれども、ではそれをそういう

適用があったのかどうか、それを一つお伺いしておきたいというふうに思います。

もう一つは、消費税の問題ですけれども、消費税の下水道使用料への転嫁はお伺いしたのですが、消費

税がこの組合には来るのか、来てはいないと思うのですが、両市にでは下水道分として来るのかどうか。

それから、もう一つは下水道のいろんな工事発注、消耗品含めてどのぐらい消費税として概算でも結構で

すので、払っているのかということが決算ではっきりすればいいのではないかというふうに思ったのです

けれども、それがちょっと出ていなかったもので、その点についてご答弁をいただいておきたいというふ

うに思います。

もう一つの問題は、公団負担分の問題です。まだまだ家の張りつきが少ない中で石井終末処理場に負担

金をいただいて、結果的には北坂戸の終末処理場に流すという形をとっているわけですけれども、現在ま

で公団負担分21億7,610万程度ということですので、非常に額が満額もらえないのではないかと、だから

最初の協定額は幾らだったのか、九千何百戸でしたので、最初は私26億ぐらいに踏んでいたのですけれど

も、途中で23億ぐらいになりましたが、現在21億ということでございますので、これは負担額をいろんな

国の方も不況で公団がどんどん改編されているというような中で、どういうふうに最終的に努力できるの

かなというのが私の今お伺いしている、質疑している中身なので、その点の答弁をいただいておきたいと

いうふうに思います。

また、先ほど言いました議会の問題、あるいは執行部の報酬の問題については、全体の中で各組合で討

議をする問題ですけれども、この申し入れも一理あるなというふうに思いまして、今後精査していく必要

があるのではないかなというふうに思いますので、条例で決められているからいいのだというのではなく

て、やっぱり不況の中で厳しいわけですから、何らかの形で縮小していく、あるいはある程度廃止する方
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向で精査していく必要があるのではないかというふうに思いますが、一切その方向での答弁はなかったの

で、もう一度答弁をお願いしたいのと、もう一つはこの人件費に関しまして、今坂戸市の方から局長さん

初めとして何名かの方が派遣職員として見えているわけですが、水道の方は既に職員の方が水道なら水道

で採用された職員の方が局長になって、今運営されているわけですよね。やっぱり全部がまだ広域行政そ

うなっておりませんけれども、徐々にそうした方向でやっていくべきではないかということは前の議会で

もいろんな質疑がなされているわけですが、その若い方たちばかりでなかなか管理職につけないというこ

とではなく、だんだん年月もたちまして、二十数年たちまして、下水道も成熟期を迎えておりますので、

そういった対策については執行者として、管理者としてどのように考えておられるのかということをあわ

せてご答弁をいただいておきたいというふうに思います。

あと先ほどちょっと答弁が二つほど出ていなかったのですけれども、一つは入札の問題です。入札の問

題で私全部書き抜かせていただいて、先ほどこんなにたくさん議員の関係する、議員になる前は社長クラ

スということでの方が入札に参加して、ましてや落札も行っているということはやはり異常ですよ。これ

に対する答弁は全然なくて、こうしたことについて今後とも引き続きやめるように、本来議員がやらなけ

ればいけないかもしれないのですけれども、執行当局はやはり入札指名権みたいなものもありますので、

そこをきちっと精査できないようでは困ると思うのですよ。だから、今回の決算に当たって、こういった

もう事実上出ているのですから、名前までね。そういう精査をぜひやっていただきたいと思います。答弁

をよろしくお願いします。

続いて、公債費の問題については、債務負担行為を含む公債費の全体の額と、ここに額は普通債とか公

共下水道事業債、都市下水路事業債ということで一程度の額は出ているのですけれども、債務負担行為、

はっきり言って都市整備公団などにも若干の組合債がありますし、ほかのものでも債務負担行為を含む内

容のものがあると思うのですが、合計で幾らになって、大体何％になるのかということを回答求めたいの

ですけれども、ぜひご答弁をお願いしたいのと、もう一つの問題については、低金利で1.9％の利子であ

るから、５年据え置きという有利な面もあって、政府債がほとんどなのでこのままだというご答弁なので

すけれども、本当に1.9％が最高でほとんど長期のものも含めて、この借り入れ利子なのかなというのが

一つ疑問に残ったのですが、そうした表がありませんので、何とも言えませんけれども、答弁をもう一度

お願いしたいと思います。

以上です。

〇 ここで休憩をいたします。議長（高沢良夫君）

休憩 午前１１時０９分

再開 午前１１時２０分

〇 休憩前に引き続き会議を開きます。議長（高沢良夫君）

伊利管理者、答弁。

〇 松村議員の人事関係につきまして、私からご答弁を申し上げます。管理者（伊利 仁君）
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職員のこの局長が坂戸市から以下来ているというふうなご指摘でございまして、今までそういう長い歴

史があったわけでございますけれども、現在職員50名の中で坂戸市から４名派遣をいたしておりまして、

坂戸市に逆に２名の派遣、消防組合に派遣、こういう形になっておりますけれども、私といたしましては

幅広い識見、経験、それらを的確に精査いたしまして、人材を適材適所と申しましょうか、そのような形

で今後もそれぞれの管理能力を見た上で、任命をしていきたいというようなことでございますから、必ず

しも坂戸市の職員をこの局長とするという考えではございません。この組合職員の中からもそのような形

の中でいずれ登用をするというような形は持っていきたいというふうに考えておりますけれども、ただ１

点、これからやっぱり事務能力とかいろいろな管理能力とか、いろいろそういうのを勉強するという形の

中で、一つの限られたこの職場の中だけではなくて、坂戸、鶴ヶ島市役所、鶴ヶ島の市長さんもそうだと

思うのですけれども、私が管理者を引き受けさせていただいている一部事務組合もこのほかに複数ござい

ますが、そういうところともこの交流を図るというような形で、職員が幅広くいろいろ経験を積んでいく

という形をこれからもとっていきたいというふうに考えております。

以上でございます。

〇 吉田事務局長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 議員の兼職につきましてご答弁申し上げます。事務局長（吉田勝己君）

この関係につきましては、ご高承のとおり地方自治法第92条に議員の兼業禁止の規定があるわけでござ

います。この法律の趣旨について申し上げますと、議員が個人として地方公共団体に請負をしてはならな

、 。いこと また地方公共団体に対し主として請負をする法人の役員になることを禁止したものでございます

したがいまして、何回となくご質問をいただいておるわけでございますが、このご質問の件につきまして

は、この規定に抵触していないというふうに理解をしておるところでございます。

以上でございます。

〇 浅見業務課長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 お答え申し上げます。業務課長（浅見邦男君）

使用料の減免についてでございますが、下水道条例施行規則の方で13条で申請があったとき内容を審査

して決定するということでございます。現実に漏水等の関係については申請がありましたが、先ほどのお

話の中の内容の申請がなかったために、今のところではございません。

それから、２番目に無断退去等による不納欠損防止策として大家さんの協力をということで、これにつ

いては実際にお使いになっている方については、使用水量によって金額等が変わりますので、そういった

ものもありますので、前家賃とかそういうふうな制度と若干違うのかなと思いますので、そういうものも

含めて今後ちょっと検討できればというふうに考えております。

以上でございます。

〇 柳沢事務局次長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 お答えいたします。事務局次長（柳沢 弘君）

まず、消費税の関係でございますけれども、先ほど歳入に対する消費税の額は申し上げたと思うのです

けれども、多分歳出に対する消費税の額という解釈でよろしいのかと、そういうことで答弁させていただ

きますけれども、下水道事業につきましては公共下水道が消費税の対象になっておりまして、通常ほかの
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ものは消費税の対象ではございません。その中で現在消費税を納めておりますのが約１億1,000万円の歳

出に係る消費税は１億1,000万円を申告してございます。

それから、公団の負担でございますけれども、満額いただけないのかというお話かと思うのですけれど

も、公団との協定は26億293万8,000円の公団の負担金を当初予定してございます。これにつきましては、

平成４年に締結したわけですけれども、５年既に延期してございます。というのはいろいろ公団の方と折

衝いたしまして、延ばしていただいたわけなのですけれども、公団の方も限界がございます。今後組合と

いたしましては、できるだけ負担をお願いするわけでございますけれども、今後道路関係、あるいは集会

所関係の整備が残っておりまして、できる限りの負担をいただくよう努力していきたいと、ただ期間がも

う平成15年３月までになっておりますので、その辺でございますので、極力いただけるように進めていき

たいと思っております。

それから、公債費の関係でございますけれども、公債費につきましては現在債務負担行為の関係は当初

予算の中で既に来年度以降にかかわる債務負担ということで、地方債の額が新市街地関係で1,200万円、

あるいは促進関係で1,580万円の当初予算で地方債を見込んでおります。これらのものが行政報告書の中

でカウントされているかということですけれども、それは行政報告書の中にはあくまで借りた分の額でご

ざいます。今後一応ピークが予定されておりますのが、平成18年ごろに現在起債の償還のピークが来るの

ではないかということで、各種事業をそれぞれ含めてその額をとらえております。利率につきましては、

先ほど1.9というのは現在の利率でございまして、過去の利率でいきますと最高が8.2％でございます。い

ろいろ率が変わってきておりますけれども、7.5、あるいは8.2、6.4とかいろいろ細かく利率が分かれて

おりますけれども、過去の最高で8.2％でございます。そのような利率で借り入れしたものがこのピーク

が来るのが平成18年ごろではないかということでとらえております。

それから、報酬の関係でございますけれども、これにつきましてはオンブズマンの方から各全事務組合

の方にも出ております。今後各事務組合の方とも協議しながら進めてまいりたいと思っておりますので、

ご理解いただきたいと思います。

以上です。

〇 ８番、松村和子議員。議長（高沢良夫君）

〇 ８番、松村和子です。再々質疑を行います。８番（松村和子君）

今管理者の方からご答弁いただきまして、その範囲、範囲といいますか、職員の方はやむを得ないし、

それはいいことだと思いますので、ただトップがいつも派遣ではまずいかなという気持ちもあったので質

疑をいたしましたので、管理者の方でそうした配慮をしていくということであれば、その方向でぜひ努力

をお願いしたいというふうに思います。

続きまして、消費税の問題なのですけれども、一般質問でも出しておりますが、非常に消費税はウエー

トが高いというふうに思います。出す方も１億1,000万、入ってくる方が市民から4,319万1,248円という

ことで、非常にウエートも高いというふうに思われます。消費税をかけていない団体というのが１カ所ぐ

らいあったと思うのですが、そうした検討はなされなかったのかどうかということを一つには伺っておき

たいというふうに思います。

もう一つの問題は、先ほど答弁いただきましたけれども、何度ももうこれ繰り返しになってしまいます



- 18 -

けれども、入札の問題ですが、法律では触れていないと、それはもう法律で触れていたら即問題で、もう

終わりなわけですよ。そうではなくて、最近の新聞紙上でも載っておりますようにモラルの問題、それか

らそうしたいろんな市民的に見た問題点などを指摘して、こういう入札は好ましくないのではないかとい

うことが指摘されているわけですけれども、こうした点について精査していくということは必要だという

、 。 、 、ふうに思うのです 組合でも この点についてやっぱり法律上論議ではなくて 厳選社員というのですか

それだけの力を持った人でもやっていれば違法なのですけれども、実際上はこの組合にはいないのですか

ら、確かにね。法律上は触れていないのですよ。だけれども、そういうことではないというふうに思いま

すので、精査をお願いしたいのと、もう一つはこれに関連いたしまして、情報公開制度を13年度にはいろ

いろ調査して、14年度にはやりますという回答をたしか出してあったのですね。それはここに今持ってき

ていますけれども、14年度を目指してやりたいというふうになっていましたが、どういうふうに準備がさ

れてきたのか、聞きたいところですね、これと同時に公開をお願いしたいと思います。

以上です。

〇 浅見業務課長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 消費税の転嫁の市町村につきましては、前回お答え申し上げました上福岡市さ業務課長（浅見邦男君）

んだけでございます。

以上でございます。

〇 柳沢事務局次長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 情報公開制度の関係でございますが、平成14年度ということで制定時期につ事務局次長（柳沢 弘君）

いては15年３月を目途にしていますけれども、一応14年度でございます。

〇 ７番、 永真理人議員。議長（高沢良夫君）

〇 ７番、 永。歳入で１点、歳出で何点かご答弁を求めます。７番（ 永真理人君）

歳入関係では、お二人の議員からも質疑がありました。使用料、手数料における不納欠損なのですけれ

ども、これが対策については徴収の内容、滞納者に対する対応等さらに努力していくということなのです

けれども、再三出ておりますように、このことについては監査委員の意見として毎回のように無断退去前

に徴収できるよう努力されたいという指摘があるわけですね。これは毎回のように出ていますよね。私は

かなりこの不納欠損は実際は払えるのに払えない企業とか、市民に対してはこの監査委員の指摘は当たっ

ているけれども、実際には困難だろうと思いながら、これまでも私も執行部の考えをお聞きしてきたわけ

です。

結局いろいろ改めて協議していきたいというのがこれまでの繰り返しの答弁だと思うのです。そうなる

と、私はもしこの答弁どおりに協議等を行ってきたならば、監査委員から同じような指摘は、毎回、毎回

同じような指摘はないと思うのですよ。本当にこの指摘に基づいて監査委員とも協議したのかどうか、こ

の点をお聞きしておきます。くどいようですが……。もし協議していないとすれば、改めて協議して、こ

のような指摘を毎回繰り返さないような対応をすべきだというふうに思いますけれども、この辺について

一つお聞きしておきたいというふうに思います。

、 。 、 、 、それから 歳出です 決算書の４ページ 対予算現額比で10％を超える不用額については 議会費15.2％

都市下水路事業費11％、地域し尿処理施設費の13％といったところなのですけれども、この不用額の年度
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内活用についてどのように考えてきたのか、質疑しておきたいと思います。

それから、決算書８ページです。これも今松村議員から質疑ありましたけれども、整理しておくという

意味でご答弁をとめておきたいと思います 終末処理場建設事業費都市基盤整備公団負担金 これは約26億。 、

300万円だということなのですけれども、これに関連して99年度、平成11年度末で公団負担金は約21億

4,000万円で、2000年度、平成12年度ではこれが総額で約24億円になる見込みであると、当初予算の時点

で松村議員の質疑に答弁されているわけですね。この2000年度における公団負担は当初予算どおりでなか

ったようですけれども、そうなのか、12年度においては当初予算で24億になるという見込みがどのくらい

になったのか、再度お聞きしておきたいと思います。

それから、あわせてこの公団負担金は当初予算の時点では24億ですから、そのとおりいけばあと二億何

、 、 、がしかということになるわけですけれども それが違っていたとすれば 決算時点で違っていたとすれば

あとの差額はどういうふうに我々は議員として受けとめていったらいいのか、もう一点整理する意味でお

聞きしておきたいというふうに思います。

それから、決算書15ページです。総務管理費との関連で行政報告15ページに財産管理について触れてい

るのですけれども、このこととの関連でお聞きしておきたいのですけれども、とりわけこれから坂戸市は

総合振興計画、新たな、今審議しているわけですけれども、この坂戸市にあっては、とりわけ坂戸市にあ

っては広い意味での社会的資本は高度成長期に整備されてきたものの多くが今後更新時期を迎えるわけで

あります。これとの関係で、本組合下水道もその範疇に入ると思うわけですけれども、この更新時期を迎

えるに当たってのどのように対応を考えておられるのか、検討してあればお聞きしておきたいというふう

に思います。質疑の内容をわかっていただいたと思いますけれども……。

それから、決算書の19ページ、20ページです。一般管理費、節19負担金補助金及び交付金のうち研修会

等負担金の関連で、行政報告14ページに職員の同和教育研修参加について示されておりますけれども、こ

れについて研修の内容と、いわゆる業者など一般の人も加わっているのか、ご答弁をいただきたいと思い

ます。

それから、決算書25ページです。公共下水道維持管理費のうち水処理センター維持管理状況について、

行政報告47ページと48ページに放流水質状況が示されておりますけれども、早速に窒素、燐含有量、そし

てＣＯＤについても示していただいていることに感謝いたします。１点だけこの関係でご答弁求めるので

すけれども、ＣＯＤの測定値を見てみますと、北坂戸水処理センターの測定値は平成12年度中で８月を底

にして冬場から春にかけて増加しているのに対し、石井水処理センターでは同じように夏場を谷にしては

いるけれども、総体的に北坂戸処理センターより少ない数値となっているかと思います。こういった数値

から北と石井の水処理センターの処理区域の地域性が考えられるのか、その点のことについて答弁してい

ただきたいというふうに思います。

それから、決算書の31ページです。都市下水路維持管理費に関連してですが、行政報告の１ページに維

持管理として大谷川及び飯盛川都市下水路の管理業務委託、ユスリカの業務委託とあるわけです。これに

関連の事業委託の状況として、しゅんせつにかかわる事業はどうだったのかお聞きします。

最後ですけれども、決算書41ページの関連です。実質収支の関連で決算額の推移を見てみますと、実質

、 、 、 、 、収支の推移を見てみますと 昭和42年以降 平成12年度の実質収支額は最高ですし 平成５年 平成２年
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平成８年に次いで平成12年度の実質収支は大きな黒字となっているわけです。このような決算となった

2000年度、平成12年度の特徴的な内容はどんなことが挙げられるのか、またその特徴となった要因はどん

な内容だったのかをお聞きしておきたいというふうに思います。

以上です。

〇 浅見業務課長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 お答え申し上げます。業務課長（浅見邦男君）

先ほどのご質問でございますが、監査委員さんとは協議はしておりません。それで、担当課の中でこと

しは大家さんの問題、それから水道さんとの合同徴収によって不納欠損、それから未済、これを少なくで

きる方法ということで、これは今現在詰めております。そういうことによりまして、下水道使用料金の未

済が、また欠損がなくなるよう協議をしているところでございます。担当課からこれから組合の方に上程

をさせていただいて、なお未済の方につきましては、担当課の方の要望でございますが、職員の夜とか昼

も係る人数が限られておりますので、そういったことも含めて担当課としては検討しているところでござ

います。

以上でございます。

〇 柳沢事務局次長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 お答えいたします。事務局次長（柳沢 弘君）

都市基盤公団の負担金の関係でございますけれども、これにつきましては先ほどもちょっとお話ししま

したが、平成12年度末で21億7,610万3,331円ということで収入済みになっておりますけれども、これに対

して13年度当初予算におきまして、4,250万円の計上してございます。トータルで22億2,100万円ほどにな

るかと思いますけれども、一応そのような形で予定してございますけれども、この24億近くというお話で

ございますけれども、当初公団の方とも協議いたしまして、実際事業ができたものについて公団としては

負担をするということでございますので、当初予定よりも若干下回っておりますけれども、まだ期間があ

りますので、その間負担をしていただくような交渉はしていきたいと思っています。

次に、研修の関係でございますけれども、まず日本下水道事業団の研修の内容につきましては、職員が

ここにありますように１名の出席をしております。泊まりで行っておりまして、特に一般の人と一緒とい

うことではございませんので、各全国市町村の職員でございます。

それから、ほかの研修につきましては、当然14ページに内容が書いてございますけれども、いろいろ市

の方と一緒にやる研修が多いわけでございます。例えば交通安全講習会、こういうものについては当然坂

戸市の方からも話がありまして、一緒に研修すると、別々にやるということも中にはございます。例えば

別々にやるものについては、直接上水道と下水の方を呼んで中でやる研修もございます。ただ、大きな研

修になりますと、いろいろ団体単位では非効率でございますので、全体でやっているというのが状況でご

ざいます。

次に、不用額の関係でございますけれども、不用額については年々先ほども歳出で出ましたけれども、

工事の執行上の残等によって当然不用額が生じます。これらの特に12年度におきましては、先ほど工事の

中でも出ましたけれども、執行上の不用額が生じてございます。また、歳入面におきましても下水道使用

料の予算現額よりも増となっております。これらが実質収支に影響してくるわけでございますけれども、
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当然不用額については翌年度の繰越金ということで両市と構成市と話しまして、次年度で活用していると

いう状況でございます。

それから、実質収支の話でございますけれども、ただいま申し上げましたような内容で特に上がってい

るということにおきましては、収入面におきましては下水道の使用料の減額よりも上がってきているとい

うことと、いわゆる歳入増、それから歳出においては不用額が前年に比較して高かったということによっ

ての実質収支が上がってきているということでございます。

以上です。

〇 金子水処理センター所長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 お答えいたします。水処理センター所長（金子久夫君）

放流水質のＣＯＤが冬場に高くなっている、地域性があるのかという質問に対しまして、当施設の処理

方式につきましては、ご存じのとおり標準活性汚泥法といいます微生物を利用した生物処理法で行ってお

ります。微生物の働き、いわゆる活性度による処理水質が異なり、すべての水質を毎日同じ値にすること

は不可能であります。当然水質状況は処理場ごとに、また１日ごとに、さらに季節による温度によっても

変化するものであります。先ほどの地域性についても当然下水がセンターまで流れてくる到達時間等が異

、 。 、なれば 当然その中での変化等も考えられると思います そのためセンターの維持管理といたしましては

放流水質を定められた排水基準の範囲内にするため、効率のよい維持管理に心がけております。今回北坂

戸水処理センターのＣＯＤが排水基準は定められておりませんが、１月から３月までのほかに比べまして

高いということでございますが、これは冬場の時期でありまして、活性汚泥全体の働きが落ちていたもの

と考えられます。なお、全体的に見まして、石井水処理センターの方が低いわけでございますが、これに

ついては幾つかの要因があると思いますが、12年度につきましては北坂戸水処理センターの活性汚泥中に

おける微生物の働きが全体的に落ちたのかと、そういうふうに考えられます。

以上でございます。

〇 中河事務局次長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 お答えを申し上げます。事務局次長（中河 渡君）

しゅんせつ関係でございますけれども、ご承知のとおり都市下水路の管理につきましては、下水道法第

28条、あるいは政令で18条の規定によりまして、その管理を行っておりますけれども、基本的には構造物

の管理及びしゅんせつを含めた流下能力の確保を目的に実施しております。したがいまして、下水路内の

土砂、堆積により流れに支障を来すところにおいてしゅんせつを行っているのが実情でございます。

最近では平成９年度に飯盛川幹線、鶴ヶ島市脚折二丁目の近隣公園にありますテニス場のボックスの中

のしゅんせつを実施しております。いずれにいたしましても、しゅんせつにつきましては、下水路内の状

況を見ながら実施してまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解賜りますようお願いいたしま

す。

〇 金子水処理センター所長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 お答えいたします。水処理センター所長（金子久夫君）

更新時期についてということで、一つ抜けておりましたのでお答えいたします。

水処理センターの関連で申しますと、今現在北坂戸水処理センターの１万トンの施設、これは昭和48年
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から動いている施設でございますが、それにつきましてはもう既にかなり古くなっておりまして、12年度

におきましては改築の診断を行っております。現在13年度におきましては、基本設計、それをどういうふ

、 。うに直したらいいかという基本設計を行い 今後順次更新をしながら進めてまいりたいと考えております

以上でございます。

〇 ７番、 永真理人議員。議長（高沢良夫君）

〇 再度ご答弁を求めたいことも含めて、要望も含めて行います。７番（ 永真理人君）

使用料及び手数料の不納欠損ですけれども、先ほどの答弁ですと、監査委員の毎年の指摘、これが繰り

返されていいのかどうか、ここのところだけちょっと、私は繰り返すような指摘はされない方がいいとい

うふうに思うのですよ、その辺。

それから、不用額の関係ですけれども、市民の立場からすれば、これだけの不用額は出るのであれば、

予算を節約し、翌年度へ繰り越すということもあるわけですけれども、やっぱりその年度内に市民ニーズ

にこたえる事業を進めていくよう努力してもらっていいのではないかというふうに思うと思うのです。こ

の不用額の活用は再度お聞きしておきますけれども、法的とか条例的な制度でできない相談なのか、ある

いは検討は可能なのかどうか、この点だけちょっとお聞きしておきたいと思います。

それから、この更新時期の関係ですけれども、私どもも議員として本組合の特に公用財産建物を計画的

に更新の計画、そういったものを今後知っていきたいと思いますので、計画的に対応していただくように

要望しておきます。

それから、研修会です。今日下水道事業を進めるに当たって、同和問題として差別するものがだれもい

ないと思います。なのに下水道職員が同和研修に、しかも坂戸市の要請だから参加したということでは、

ここには全く本組合の主体性がない。坂戸、鶴ヶ島両市の税金をこれに使うべきではないと強く指摘して

おきたいと思います。

日本下水道事業団の研修については理解いたしました。くれぐれも注意すべきところは注意しながらこ

れに対応していただくようにお願いいたします。

水質の関係です。ご答弁ありましたけれども、特にＣＯＤは工場廃水と関連があるということが一般に

言われているかと思うのです。ですから、このＣＯＤの測定結果というものは、工場廃水との関係で見て

いくということが私大事だと思うのですね。そういうことで見ていきますと、やっぱり夏場が谷場になっ

ているというのは、気候的な問題もあるのかもしれませんけれども、私素人ですからわかりませんけれど

も、しかし実際にはこの夏場の操業が夏休み等で緩くなる。こういうことの反映もあるのではないかとい

うふうに思うのです。やっぱりそういう意味ではこの夏場が減って冬場にかけてふえていく。これは工場

廃水の影響がＣＯＤ測定に出てきているのではないかというふうに思います。そういうふうに思いますの

で、今後また教えていただきたいというふうに思います。

しゅんせつの関係です。12年度はしゅんせつ事業がなかったということだと思うのですね。しゅんせつ

の位置づけがご答弁ありましたけれども、12年度なかったということは財政上の理由からなかったという

のではなくて、いわゆるしゅんせつ事業が先ほど位置づけからして必要なかったということだったのか、

改めてその辺の見解をお聞きしておきたいというふうに思います。

実質収支との関連です。これは不用額との関連なのですけれども、2000年度の実質収支額の内容と、2000
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年度の不用額が前年度対比122.1％であったこととあわせ考えるとき、不用額の年度内活用をもっと積極

的に図って、事業をきめ細かく進めていただくべきではなかったのか、例えば都市下水路におけるしゅん

せつをもっと積極的に行って、その清流を図っていくとか、取り組んでいってよかったのではないかとい

うふうに思うわけです。決算を総体的に見て、不用額を中心にもっときめ細かく年度内に市民ニーズにこ

たえるようなそういう姿勢で取り組んでいただくよう要望しておきたいと思います。何点かの再質問、よ

ろしくお願いします。

〇 吉田事務局長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 お答えいたします。事務局長（吉田勝己君）

下水道使用料の収入未済額の関係でございますけれども、監査委員さんの指摘を受けないように、なお

一層、困難な部分もありますが、一層努力してまいりたいと考えております。

以上でございます。

〇 柳沢事務局次長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 お答えいたします。事務局次長（柳沢 弘君）

不用額の関係でございますけれども、不用額と実質収支の相対関係もございます。その中で不用額の活

用の関係でございますけれども、一応下水道事業につきましては、決算額で事業費が約65％事業が進めて

ございます。その中で下半期、いわゆる10月、12月ごろになってきませんと、大きな額の確定が非常に難

しい面がございます。そういう面で減額するにも12月、あるいは３月になるかと思いますが、そういう中

で不用額を活用していくということになりますと、いろいろ難しい問題がありますけれども、補正の時点

で坂戸、鶴ヶ島両市と財政担当の方とも話ししてございます。中でも過去その不用額分を基金に積み立て

て翌年度に活用したというケースもございます。そんなようなことで活用は図ってきております。

あと同和研修の関係でございますけれども、ちょっと表現の仕方がまずかったかわからないのですけれ

ども、一応同和研修については市と同時に参加させてもらっていると、組合だけでやるというわけにはい

かないので、そういう大きな研修があった場合は、組合の方は同時に席に行かせてもらっているという、

そういうことでございますので、ご理解いただきたいと思います。

〇 中河事務局次長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 お答え申し上げます。事務局次長（中河 渡君）

しゅんせつの関係でございますけれども、平成12年度におきましては、しゅんせつをする必要がないと

いう判断で見送らさせていただきました。ただ、都市下水路内の認識といたしまして、最近ではユスリカ

の問題がございます。そのために坂戸市といたしましては、コイの放流等を行っております。飯盛川関係

では、平成８年度ごろより、また地元住民の要望もございます。したがいまして、河床の変更等をして水

深を確保したりし、その目的を達成しているところでございます。いずれにいたしましても、水路内の管

理につきましては、河床整備、あるいはしゅんせつ、草刈り等々いったものを、状況を見ながら進めてま

いりたいというふうに考えておりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。

〇 ここで休憩をいたします。議長（高沢良夫君）

休憩 午後 零時０１分
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再開 午後 １時００分

〇 休憩前に引き続き会議を開きます。議長（高沢良夫君）

質疑を続行いたします。

12番、榊原京子議員。

〇 榊原です。不納欠損については多くの方からも質問が出され、一応そのことについ12番（榊原京子君）

ては理解をいたしました。

それで、一つお聞きしたいことは、決算書19ページ、繰出金の水洗便所改造資金貸付基金繰出金という

ところですが、これについても監査意見書でも、それから行政報告書でも書いてありますので、そのこと

は理解いたしました。しかし、下水道整備というのは市民がやっぱり文化的なバロメーターとして早く接

続してほしいと願っている状況だと思うのですけれども、その本管が整備された後、個人が各自つなぐ段

になってどのくらいまだつながれていない方がいらっしゃるのか。地域別にその状況がわかりましたらお

願いいたします。

〇 浅見業務課長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 お答え申し上げます。業務課長（浅見邦男君）

全体では接続の率でございますが、85％になります。地域的なものでございますが、坂戸市においては

八幡二丁目につきましては36％ということで大変低くなっております。芦山町とか北坂戸につきましては

100％、それから鶴ヶ島の方につきましては、富士見一丁目から六丁目については100％、それから脚折の

五丁目が大変低いわけなのですが、36.7％というのが現状でございます。

〇 12番、榊原京子議員。議長（高沢良夫君）

〇 比較的全体で見ますと85％ということで、まあまあかなと思いますけれども、やは12番（榊原京子君）

、 。りその36％とかそういう低いところがあるのは やはり下水道事業としてはちょっと問題かなと思います

それで、そのＰＲの方法なのですけれども、今までは一生懸命やってくださっていたと思うのですけれ

ども、この貸付基金があるということも一緒にＰＲなさってこられたのでしょうか。そこをお聞きいたし

ます。

〇 浅見業務課長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 お答え申し上げます。業務課長（浅見邦男君）

先ほどのＰＲの方の関係でございますが、処理区域になったときにＰＲ紙を持ってこういった制度がご

ざいますということで、手持ち資金がない方についてはこういうふうな制度がありますので、ご利用くだ

さいということで、個別に配布しております。なお、指定工事店を通してもそういった普及活動について

はして、普及率を上げさせていただいております。

それから、地区の議員さんが大変熱心に率先して協力していただいて、組合といたしましても普及促進

に努力しているところでございます。

〇 12番、榊原京子議員。議長（高沢良夫君）

。 、 、〇 わかりました ＰＲのその方法ですが やはり地域の環境を考えるという意味では12番 榊原京子君（ ）
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なるべくソフトなＰＲ紙をつくっていただいて、やっぱりつながなくてはというふうな気持ちになるよう

なそのパンフレットを用意してくださることをぜひ要望いたします。

終わりです。

〇 ほかに質疑はありませんか。議長（高沢良夫君）

〔 なし」の声〕「

〇 以上で平成12年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合一般会計歳入歳出決算認定に対しての質議長（高沢良夫君）

疑を終わります。

これをもって質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

まず、本案に反対の者の討論を求めます。

８番、松村和子議員。

〇 ８番、松村和子。議案第５号 平成12年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合一般会計歳入歳８番（松村和子君）

出決算の認定につきまして、不認定の立場からの討論を行います。

もう申すまでもなく歴代自民党政権が進めてきたバブル経済によって、そのバブルが崩壊して本当に今

国と地方合わせて666兆円もの借金を抱える大変な事態になっています。こうした事態の中で登場した小

泉首相は、小泉改革と称して今現在改革を進めていますけれども、弱者には非常に厳しい改革の内容とな

っています。

そして、この改革は経済にも追い打ちをかけて、大失業、そして大倒産を繰り返しています。さらに、

アメリカがテロの攻撃に遭い、こうして発生した問題についても私たち日本共産党は平和と理性での解決

を求め、国連を中心にした協力ということを要求してまいりましたが、そうした声にはほとんど耳をかさ

ず、10月７日、アフガニスタンへの宣戦と突入いたしました。

このように今の不況経済にテロの問題が加わって、多くの国の予算が投入せざるを得ない状態に今なっ

ております。こうした協力の中で、やはり国は今後とも引き続いて地方交付税を初め補助金カットなど、

非常に大きな大型削減、そして地方では税収が上がらないなど大きな困難が予測されます。下水道におき

ましては、このような取り巻く情勢の中で事業をどう行うかということが非常に大事になってきているの

ではないかというふうに思いますが、現在の下水道の状況は私たちも指摘が遅かったわけですけれども、

大型の終末下水道処理場、そして長い下水道管などを布設してまいりましたが、これはお金もかかり、ラ

イフラインも震災によって非常に弱いという面を持っているという特徴を指摘しておかなければなりませ

ん。

また、都市下水路についても自然の災害を防ぐ自然の下水路ということでも指摘してまいりましたが、

相変わらずの国の規定どおりの鉄とコンクリートづくり、川底は違いますけれども、そうした工法となっ

ているということも問題があるということを指摘しなければなりません。自然の川を残し、そして緑豊か

なそういうまちづくりこそ下水道にも望まれているのではないでしょうか。

こうした大きな問題はもとより、今回の平成12年度の決算では、一つには不納欠損、あるいは収入未済

額が大幅にふえました。そして、もう一つのこれは一つの問題ですけれども、もう一つは公共料金への消

費税５％の転嫁で生活が大変な上に、また下水道の高額な使用料を納めるということは、大変市民生活を
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圧迫しているというふうに思っております。こうした中で真に困った人への使用料の減免を積極的に実施

すべきではないでしょうか。

二つ目には、債務負担行為を含めた公債費の額についてですけれども、私の概算では368億円にも上る

と見られます。このような大型の借財をしょいながら、今後の飛び地、いわゆる長い下水道管を延ばして

いく市街地などへの下水道の導入はもう検討すべき時期に入っていると思われますが、まだまだそうした

見直しが行われていません。

三つ目には、新市街地への入西特定地区区画整理に莫大な費用を国を含め投入してきました。入居者が

少ない中、旧市街地との税金を納めている旧市街地市民との格差を生じております。

四つ目には、組合の入札のあり方について、両市の議員が入札に何回も登場し、３名の方がその属する

会社が落札しているという状態はゆゆしい問題だということを指摘しておきたいと思います。

最後に、同和問題については既に時限立法は終了し、さらに延長した時限立法も期限を迎えました。こ

ういう中で相変わらず同和対策に地方自治体では固定資産税を免除したり、また研修費には多大なお金を

支出していくというようなことは非常に大きな問題であって、こうしたことへの支出は必要ないのではな

いかということを指摘いたしまして、反対の討論といたします。

〇 次に、本案に賛成の者の討論を求めます。議長（高沢良夫君）

11番、中島常吉議員。

〇 11番、中島常吉でございます。議案第５号 平成12年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合一11番（中島常吉君）

般会計歳入歳出決算認定につきまして、賛成の立場で討論を行います。

依然として低迷を続けます我が国の経済情勢のもとに、この厳しい状況を反映いたしまして、地方税収

等が減少し、慢性的な財源不足が生じている中、快適な住環境の整備、災害の防止に資する下水道施設の

整備促進に当組合職員が全力で取り組んでおられますことを私は評価いたしたいと思います。

平成12年度実績を見ますと、公共下水道事業につきましては、管渠事業として坂戸、鶴ヶ島市の整備計

画区域内の主要幹線及び面整備を進めてまいりまして、処理区域の拡大に努力をされました。また、平成

11年度から12年度にかけまして施工されました石井水処理センター最初沈殿池掻き寄機設備工事が完了い

たしました。都市下水路関係につきましては、設計業務委託を実施されました。さらに、維持管理関係に

つきましては、公共下水道及び都市下水路ともに施設の改修工事等が的確に実施されました。維持管理の

充実が図られたのであります。

一方、これらの事業の財源となる歳入につきましては、国庫補助金、起債、下水道使用料等確実な収入

の確保に努め、構成市からの負担金を最小限にとどめる配慮と努力がなされました。

以上申しましたとおり、各施策が適正に執行されていることを高く評価いたしまして、本案に対する私

の賛成討論といたします。

〇 ほかにございませんか。議長（高沢良夫君）

〔 なし」の声〕「

〇 これをもって討論を終結いたします。議長（高沢良夫君）

これより議案第５号を採決いたします。

本案は、原案のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。
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〔起立多数〕

〇 起立多数であります。議長（高沢良夫君）

よって、本案は原案のとおり認定されました。

◇

一般質問◎

〇 日程第５、一般質問を行います。議長（高沢良夫君）

通告者は３人であります。順次質問を許します。

３番、田原教善議員。

〇 ３番、田原教善です。３番（田原教善君）

浅羽野雨水排水機場について質問いたします。ご承知のとおり、私ども坂戸市にはふるさとの川、高麗

川の整備事業が今進んでおります。それにその高麗川に放流されている下水路が先ほどから議題になって

おりますように、大谷川、それから飯盛川、それと浅羽の大排水路、それと私どもの鶴舞には名前のつい

ていない川ですけれども、私どもが勝手に名前をつけた鶴舞川というのがあります。それと、その中の川

ではありませんけれども、浅羽野に浅羽野雨水排水機場というそういう貯留所があります。

それで、下水道組合はふるさとの川整備事業には直接関係はありませんけれども、その川に流されてい

る下水路のうちの一部がこれから完成した後、市民があの辺を通りかかったときに、私も二、三度見てい

ますけれども、何か汚れているように思うのです。色がとにかく緑色に、光合成でプランクトンがコケに

なったような、非常によどんだ色の水が定期的にその高麗川の川の上の方にどっと流されていると、それ

を一市民としても私ども西部漁業組合の組合員でもありますし、何か魚に影響はないのかなとか、それか

ら坂戸市には越辺高麗川をきれいにする会という会もありますし、それから市民グループでは高麗川を考

える会というのもあります。そういう意味でちょっと気になるものですから、浅羽野排水機場について、

現況についてお尋ねしたいと思います。

今平常時の貯水量はどのくらいありますかということ、第１番目。

それから、貯留水の水質、ＳＳ値とかＢＯＤ等の値はどうなっていますか。

それから、今日のような雨天時の水量の変化はどのようになっていますかと。

それから、高麗川への排水排出は日常どういうふうにやっていますか。

それから、五つ目が排水機場の運営と管理に年間どのくらいの費用がかかっているのでしょうか。

次に、問題点として、あの浅羽野雨水排水機場の周りは下水処理区域になっておりまして、何軒かがま

だ下水管に接続をしていないというために生活雑排水があの溝を流れて、側溝を流れてきて、あそこに一

時ためておくということと私は承知しております。その戸数がどのくらいでどのような状態になっている

のかお尋ねします。

それから、問題点としては環境保全の見地からも問題でありますので、その辺をどういうふうにお考え

なのかということでお尋ねしたいと思います。

、 、 。そして 今後の雨水排水機場をどのように改修して あるいは整備をするご計画がおありなのかどうか
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以上の点で第１回目の質問といたします。

〇 吉田事務局長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 田原議員さんの一般質問にお答え申し上げます。事務局長（吉田勝己君）

浅羽野雨水排水機場につきましては、昭和52年度に浅羽野土地区画整理区域全体面積61.6ヘクタールの

うち約21ヘクタールの雨水を強制的に排除するために建設され、昭和61年４月に当該土地区画整理事業の

完成に伴い坂戸市より当組合へ引き継がれた施設でございます。

ご質問の排水機場の現況についてでございますが、１点目の平常時の貯水量は約53立米でございます。

２点目の水質につきましては、ＢＯＤはリッター当たり2.6ミリグラム、基準値はリッター当たり25ミ

リグラムでございます。ＳＳはリッター当たり3.1ミリグラム、基準値はリッター当たり60ミリグラムで

ございます。窒素につきましては、リッター当たり11.5ミリグラム、基準値はリッター当たり120ミリグ

ラムでございまして、基準値より下回っております。

３点目の雨水時における水量の変化でございますが、雨天時の際のポンプ稼働は４台あるポンプが流入

量によりそれぞれ自動的に排水するようになっておりまして、貯水槽に約２メートル程度たまると高水位

になり ４台のポンプすべてが稼働する仕組みとなっております 排水量は４台のポンプで１分当たり69立、 。

米でございます。現在まで貯水槽が大雨等によりあふれたことはございません。

４点目の高麗川への排水についてでございますが、通常時の生活排水が１日に約80立米等排水機場へ流

入されると予測されますが、ポンプ１台の稼働で１日に２回から３回高麗川に排出されております。

５点目の排水機場の運営管理費についてでございますが、電気施設及び排水ポンプの点検並びに台風や

集中的な豪雨の際の非常時運転管理業務でありまして、平成13年度は273万円で委託している状況でござ

います。

次に、問題点といたしましては、当該排水区域は平成元年度から４年度にかけて公共下水道が整備され

た区域でありますが、残念ながらまだ約80軒の戸数が未接続のため、家庭の雑排水が側溝を経て排水機場

に流入している状況でございます。

公共下水道への未接続者には、河川の水質保全等公共下水道の趣旨を十分理解していただき、接続して

いただけるよう普及ＰＲに全力を挙げてまいりたいと考えております。

なお、今後の施設の改修整備計画といたしましては、現在の排水機場が約25年経過しており、貯水槽の

鋼矢板の塗装整備やポンプの寿命が約20年程度と言われているため、台風や豪雨など非常時はもちろん通

常の雨水排水に支障を来すことのないよう整備をしていく考えでございますので、ご理解をいただきたい

と存じます。

以上でございます。

〇 ３番、田原教善議員。議長（高沢良夫君）

〇 ３番、田原です。一通りご答弁をいただきまして、再質問はしませんが、要望を申３番（田原教善君）

し上げて終わりたいと思います。

ただ、ちょっと意外だったのは、水質がこれはほとんど下水処理をやられていると同じぐらいのレベル

のものだということなのですけれども、これはたまたま今回一般質問をするということで、ある１日のと

ころだけなものですから、今後要望としましては、この行政報告書にあるように、１日でも例えば３回、
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それで水も底の方も採水してもらって、時間帯も午前とか夕方とかそういうふうにして、１月から12月ま

でどういう季節変化があるのかを調べておいていただければと思います。ＢＯＤもこれですとかなりいい

とはちょっと言いにくいのですけれども、やはり欲を言えば四万十川のように、ＢＯＤは１ぐらいにした

水をとにかく川に流すようにして、私たちの大事な高麗川、自然をとにかくよくして、行く行くはこれは

坂戸のものだけではありませんので、荒川になって、そしてやがては隅田川まで行っているわけです。で

すから、そういう意味でも大きな意味で川を少しでもきれいにしていこうという、上流に住む我々が努力

するやっぱり義務があると思いますので、今後ともこういう下水路の排水の水質レベルにつきましては、

よく水質を見ていただいて、今後とも雑排水を浄化処理して高麗川に流した方が私は望ましいと思います

ので、今後は坂戸、鶴ヶ島下水道組合さんと、それと坂戸市と十分協議をしていただいて、これは私たち

の仕事ではないよとかそういうことではなくて、全体を考えて協議をしていただいて、とにかくいい方向

に排水のことでいろいろな対処をしていただきたいと思います。

以上で質疑を終わります。ありがとうございました。

〇 ２番、山中基充議員。議長（高沢良夫君）

〇 ２番、山中基充です。ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、私の一２番（山中基充君）

般質問を行わさせていただきます。

通告に従いまして一般質問いたします。

まず、大きな１番として、入札契約の事務について。

１として、平成12年度での入札において予定価格の95％以上の価格での落札は、全体で何件中何件あり

ましたでしょうか。その際の最低と最高の額もお示しください。

２として、組合として設計額、予定価格、最低制限額の積算根拠と、それらの事前の公表の有無につい

てお伺いいたします。また、いわゆる低入札制度である調査基準価格は導入されておりますでしょうか。

３として、指名競争入札における企業の指名の条件、方法などの現状を伺います。

４として、インターネットの入札、くじ引きを取り入れるなど様々な入札の際の談合防止というものが

マスコミ等で報道されております。また、それを実際に講じている自治体もありますが、当組合のそれら

の取り組みについてお伺いをいたします。

続いて、大きな２番目に移らさせていただきます。

平成13年度行政視察を受けて、坂戸、鶴ヶ島下水道組合として今回は長井市、郡山市での都市下水路の

活用の視察をいたしました。いずれにいたしましても、せせらぎの小径ということでボックスカルバート

で暗渠となっているその上の部分に人工の川をつくって、それぞれ井戸水であったり、また精製した水を

流している。そういったような施策で大変に興味深いものでありました。しかし、当組合内でその上部利

用ということにおいて、地中化をするにしてもまず地中化がなされていなければそういった施策もできな

いということもありますし、またユスリカに代表されるように市街化区域で流れる都市下水路に蓋をして

くれ、そういったことの要望を数多く私自身は受けていて、そういったものに対するコスト面の説明とい

うことで今回は質問をさせていただきます。

１として、ボックスカルバート等都市下水路に蓋、もしくは地中化することについて、その方法やまた

そのコストの積算基準等をお示しください。
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２、ユスリカなどの苦情から蓋をすることの要望の高い、鶴ヶ島市脚折町内、鶴ヶ丘などの蓋をする場

合、概算でメーター幾らぐらいかかるものと試算できますでしょうか。

３として、現状で上部利用等のために地中化もしくは蓋をする予定の都市下水路はありますか。市民の

要望はどのように届いているでしょうか。また、今後の取り組みについて伺います。

以上で私の１度目の質問を終わります。

〇 吉田事務局長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 山中議員さんの一般質問にお答え申し上げます。事務局長（吉田勝己君）

初めに、入札の関係でございますが、平成12年度の入札は工事で69件、委託で10件、全体で79件であり

ます。そのうち予定価格の95％以上の価格で落札した件数は51件で、入札全体の64.6％でございます。

最低落札価格は、工事で76.94％、委託で84.81％、最高落札額は工事で98.78％、委託で99.94％でござ

います。

次に、工事における設計額などの公表についてでございますが、工事における設計額の積算根拠につき

ましては、埼玉県土木工事標準積算基準表、下水道用設計標準歩掛かり表、土木工事設計単価表、財団法

人経済調査会発行の月刊積算資料、財団法人建設物価調査発行の月刊建設物価等をもとに積算しておりま

す。また、入札に際して、設計額の事前公表は施行しております。

次に、予定価格の積算根拠についてでございますが、当組合契約規則第９条に基づき、契約の目的とな

る物件または役務について、取引の実例価格、受給の状況履行の難易、数量の高、履行期間の長短等を考

慮して、適正に定めるものとすると規定しておりますので、これに従いまして決定しております。なお、

予定価格は事後公表で施行しております。

次に、最低額の積算根拠についてでございますが、最低制限価格制度のご質問かと理解するわけであり

ますが、最低制限価格制度は国にはこの制度はございません。地方自治法が認める地方公共団体固有の制

度でございまして、ダンピング価格による工事の質の低下を防ぐものがねらいとされております。地方公

共団体によっては、技術者の人材が不足して、不適格業者を見きわめる審査能力が不十分でないことがこ

の制度を採用している根拠となっているところでございます。当組合としましては、過去にこの最低制限

価格制度を随時指名委員会の決定により採用した経緯がございます。なお、最低制限価格の公表について

は、事後公表としております。

最低制限価格の設定方法は、中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルで示す低入札価格調査基準に

準拠して設定することを原則として計算しておりまして、その積算方法としましては、１点目として、予

定価格算出の基礎となった直接工事費プラス共通仮設費プラス現場管理費の５分の１、２点目として、特

別なものについては１点目にかかわらず契約ごとに３分の２から10分の8.5の範囲内で決定権者が定める

割合を乗じて得た額で積算しております。なお、国の制度として実施している低入札価格制度は採用して

おりません。

次に、指名競争入札における指名の条件、方法についてでございますが、当組合の建設工事等指名業者

選定基準に基づいて指名しているのが現状でございます。

主な内容は、指名競争入札に参加できるものは、指名競争入札の参加に関する審査を受けた業者で、当

組合の建設工事等競争入札参加者名簿に登載されている業者であるものが指名の一つの条件であります。
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また、建設工事においては、工事の金額に応じて格付された業者を指名しておりますのが現状でございま

す。

次に、インターネット入札の実施団体につきましては、埼玉県内、または県内自治体では実施していな

い状況でございます。県外では、横須賀市が公募型競争入札を実施しているようでございます。国土交通

省では、平成13年10月より一部の直轄事業、これは工事並びに建設コンサルタント業務でございますが、

入札を電子入札システムにより実施していると伺っております。

電子入札はインターネットを用いて競争参加資格の確認申請、確認結果の受理、応札結果の受理、再入

札までの一連の作業を行うことができるシステムでございます。参加条件を満たすものはだれでも容易に

入札に参加することができます。また、入札に参加するための移動回数が大幅に減少するとともに、書類

作成などの業務の効率化が期待されると認識しております。

電子入札システムは、入札を管理する施設等の整備、一元的に管理しなければなりません。また、応札

する方々の準備するものとして電子認証書、電子入札に必要な機器、これにつきましてはハードウエア、

ソフトウエア、ネットワーク等でございますが、環境の準備などその他社内での運用方法、セキュリティ

ー対策を事前に打ち合わせする必要があることから、今後十分な検討を重ねなければ実現は難しいと考え

ておるところでございます。

次に、くじ引きの取り入れによる入札制度の実施団体でございますが、埼玉県、近隣では川越市、県内

では草加市の抽選型指名競争入札が新聞記事として報道されているところでございます。抽選型指名競争

入札は、談合防止策とし、入札に参加する業者を工事関係業者指名選定要領等で金額に応じて決められて

いる参加業者数を約２倍にふやし、仮指名業者とし、さらに抽選により実際に入札できる業者を絞り込ん

で決める方式でございます。本組合としましては、抽選型指名競争入札の制度を研究し、入札方式の試行

を重ね、談合などの不正行為を行った場合の罰則の強化、透明性や公平性を高めた入札制度の確立をして

まいりたいと存じます。

次に、都市下水路に蓋を架けるなどのことでございますが、都市下水路の施工に当たりましては、現況

、 。の河川等を改修して実施する場合がほとんどでありまして 開渠を原則としているのが実情でございます

、 、例えば蓋を設置するなど都市下水路の構造等を変更する場合においては 相当の金額を必要としますので

昨今の財政状況を考慮しますと、現時点では非常に困難であると考えております。なお、仮に施工する場

合、積算基準等につきましては、埼玉県の土木工事設計単価表及び同じく土木工事標準積算基準書等に基

づき積算することとなるわけでございます。

次に、蓋を設置した場合の概算額でございますが、ご質問の脚折町、鶴ヶ丘双方とも蓋を架けるとした

場合でも、橋梁、橋の形式となるわけでございます。脚折町の場合は断面で申し上げますと、水路幅が上

幅9.2メートル、下幅６メートル、高さ3.2メートルの積ブロックでございまして、歩道と車道を分けた場

合に、まず歩道の場合はメーター当たり約30万円でございます。車道の場合はメーター当たり約80万円と

試算されます。また、鶴ヶ丘の場合は、水路幅が上幅、下幅とも2.5メートル、高さ２メートルのＵ形の

コンクリート構造物でございまして 歩道の場合はメーター約８万円 車道の場合はメーター当たり約30万、 、

円と試算されます。これはあくまでも概算でございまして、現場条件、あるいは構造等によって変動しま

すので、ご理解いただきたいと存じます。
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次に、市民要望、あるいは今後の取り組みについてでございますが、ご高承のとおり都市下水路の整備

率でございますけれども、平成12年度末で大谷川都市下水路につきましては73.3％、幹線が約61％、支線

が100％、飯盛川都市下水路につきましては95.9％、幹線が100％、支線が85.2％の状況でございます。両

都市下水路とも市街地部分の施工はほぼ完了している状況でございます。したがいまして、今後において

もなお一層の厳しい財政状況が予測されますので、上部利用のために地中化または蓋をすることにつきま

しては、都市下水路そのものが開渠が原則でございますので、ご理解をいただきたいと存じます。なお、

当組合へ直接市民からの要望は聞いておらない状況でございます。今後も都市下水路の機能を十分に維持

できるよう管理してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。

以上でございます。

〇 ２番、山中基充議員。議長（高沢良夫君）

〇 ２番、山中基充です。再質問を行わさせていただきます。２番（山中基充君）

特に入札契約についてでございます。入札契約が話題になるのはやはり談合防止ということがよく言わ

れております。そもそもこちらの入札の際の価格の設定というものはそれぞれ県、国等を中心とした県で

示された積算根拠によるという答弁が今していただいたところでございますし、その積算に関しては、要

は規模の大小は余り影響なく、ただお金を積み上げるだけと、それを基準として予定価格をつくり、また

設けているところでは最低制限価格を設けているというところでありまして、根拠としては同じ積算をし

ていく普通の民間の工事であったら、小さい工事、大きい工事とやっぱり大きい方がそのスケールのメリ

ットがあって安くできるのではないかと、そういうふうに思えるところでございます。それを予定価格で

多少反映しているかもしれませんけれども、そこら辺のまだまだ余地があるのではないかというのが私が

思うところでございます。それに関して単価価格を独自で例えば坂戸、鶴ヶ島下水道組合で設けるという

ものは、その人員とか規模とかで無理があるというところでありましたら、基本的にはその予定価格等で

そういったものを反映するべきではないかと、そういうためにはどういったことが行われていかなくては

いけないのかなというところを考えてみるところであって、まず大きな点としては、今回当組合としては

積算価格は事前に公表しているけれども、予定価格は公表していない。また、最低制限価格を設ける場合

も、それも事後であるというようなところであって、まず談合というと職員と業者がもともと予定価格を

知っていた方が有利になるというところがあって、その予定価格の公表というもの、また最低制限価格の

公表というものをしっかりと事前に行うべきではないかと思いますけれども、その点についてご答弁をい

ただきたいと思います。

特に平成12年度だと伺っておりますけれども、国土交通省の方からこの最低制限価格もいわゆる低入札

価格を国がやっているように、最低は設けるけれども、それ以下の最低よりもっと下回った場合は調査を

して、それでも大丈夫な場合はただ切ってしまうのではなくて、その低入札の場合でも認められるような

流れであるという国の流れも伺っております。そういったことに関して、導入していくべきではないかと

いうふうに考えますけれども、その点についてもお示しをいただきたいと思います。

続いて、２番目の質問でございます。特に行政視察に関しては、いろいろと厳しい、オンブズマン等か

、 、ら厳しい意見も聞かれるところでございますけれども 今回私はこのような質問をさせていただいたのも

結局郡山市、長井市というところに伺って、なかなか当市ではまだないそういう上部利用についての視察
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をさせていただいて、そのお話の中で暗渠化ボックスカルバートにするとか、上部利用をする際のその工

事はメーターで50万円かかったとか、郡山の方は市街化区域だと100万円かかったとか、そういう具体的

なお話を伺ったところで、特に当組合の方には直接はそういう要望は来ていない。なかなか逆に言うと、

そういう要望はあっても来ていないこと自体が問題があって、これはほかの部分の問題なので、今回は取

り上げませんけれども、私のところではどうしてもユスリカの問題になると、蓋をかけられない。特に市

街化区域の中を市街地域を流れるそういった都市下水路に関しては、もうその川があれば必ずその問題が

出るというのが現状でございまして、そして実際に本当に壁一面、窓一面、ユスリカがべったりついてい

ると。１回ドアをけ飛ばしてからでないとドアあけられないというような現状もまざまざと見て、そして

消毒等では完全な対策になり得ないところで、やっぱり市民が率直に考えるのは蓋をかけられないのかと

いうご希望でございました。今回そういった視察の中で実際のそういう暗渠をするときのお金等を示して

いただいたことによって、今回特に鶴ヶ丘のあたりでは要は車が通れない、人が歩ける程度のものであれ

ば、メーター８万円ぐらいで、それも積算価格でございますから、入札等を実際やれば下がるかもしれな

いなと思っておりますけれども、そういった事例も具体的なお話で伺うことができました。今後におきま

しては、こういった数字がひとり歩きするのは甚だ危険だと思って、我々も自重しなくてはいけない部分

もありますけれども、市民要望等を対処しながら構成市で話し合って、そういうユスリカ対策のみならず

暗渠化、または蓋をかけたりすることも具体的に話し合って検討していただければと思って、こちらの方

は要望で結構でございます。

以上です。

〇 吉田事務局長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 お答え申し上げます。事務局長（吉田勝己君）

最初に、予定価格の事前公表の関係だと存じますが、予定価格を事前に入札参加者に探知された場合、

他のものに極めて有利な基準を与えることになります。したがいまして、文言上から予定価格が察知され

得ないような具体的な予定価格の決定の方法、基準等に関する規定は、予定価格の秘密の保持の要請から

、 。設けることは適当でないと考えておりますが 今後研究検討をしていきたいというふうに考えております

次に、設計単価の関係で、組合独自の設計単価というように理解したわけですが、よろしいでございます

か。先ほども工事における設計額の公表について、幾つか工事の設計額の積算根拠について、埼玉県の土

木工事標準積算基準書とか、いろいろ単価の関係をお話ししましたが、国庫補助事業との基準に従いまし

て公共工事の設計積算につきましては、国土交通省並びに埼玉県の単価等により積算しまして、国、県の

承認を得て工事積算を行っておりまして、また会計検査院の検査の対応ができる単価で積算しているとこ

ろでございますので、組合独自の単価というわけにはこれはいきませんので、ご理解いただきたいと思い

ます。

〇 ２番、山中基充議員。議長（高沢良夫君）

〇 ２番、山中基充です。再々質問を行わさせていただきます。２番（山中基充君）

１点ちょっと整理をしたいのですけれども、今の下水道組合としては入札の際、いわゆるそういう基準

単価、国の示した、県の示した基準単価を積み上げた設計額として、そこからある程度工事の規模等を考

慮して、ある基準に従って出してくる予定額、そして現状では、以前では最低制限価格を用いたこともあ
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るけれども、今は基本的には最低制限額というものはないように言われております。そうしますと、その

まま最低制限額を設けるということは、基本的に私が思うには先ほども言いましたけれども、そういう積

算根拠の単価が必ずしも実態と反映していない。それは今国でも問題になっていまして、それらの見直し

等が言われているところでございますけれども、それを実際に下水道組合でやれというのは無理があるの

も承知しておりますので、そういったことを言わせていただいているのではなくて、実態としてもしかし

たらもうちょっと安くしたり、また低価格の方に、要は行政の主眼であります最少の費用で最大の効果を

設ける幅がまだあるのではないかと、入札の際にさまざまな制限がそれを妨げているのではないかという

疑問を持ったので、今回質問させていただいております。

それで、どちらにしましてもそれらの公表等を研究していくというご答弁でありましたので、特に１点

聞きたいのは、その予算額とまたは最低制限価格、または低入札価格等の導入、低入札価格に関してはそ

の導入の有無について、そしてそれらの公表を今までしてこなかったのはなぜかということをもう一点ち

ょっと確認でお伺いしておいて、それでその上で何のどういった検討によって、それを研究していくのか

ということを確認させていただきたいと思います。

以上です。

〇 吉田事務局長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 低入札価格の公表にお答えします。事務局長（吉田勝己君）

低入札価格の公表につきましては、先ほども予定価格の関係でご答弁申し上げましたが、秘密の保持等

がございまして、公表はしてございません。

以上でございます。

〇 ８番、松村和子議員。議長（高沢良夫君）

〇 ８番、松村和子。議長の許可をいただきましたので、ただいまより一般質問を行い８番（松村和子君）

ます。

私たち日本共産党が心配してきましたとおり、小泉内閣の進める構造改革による国民への影響は非常に

、 、 。大きく 大企業は内部留保がありながら ＮＴＴを初め16万人以上のリストラが行われようとしています

企業はさらに海外へと移転し、国内の産業の空洞化が進行しています。こうした失業とそして中小企業の

倒産と相まって、今月からは65歳以上の介護保険料が倍額となりました。さらに、高齢者医療費が75歳以

上に引き上げを初め、医療費改悪が次々と打ち出されています。こうした社会不安の続く状況で、今後の

下水道使用料の問題、下水道築造についても厳しい局面を迎えることと思われます。そこで、お尋ねいた

します。

一つ目として、今後の公共下水、都市下水路の工事見通しについて。

（１ 、政府は地方交付税削減、補助金などの削減を打ち出しておりますが、来年度公共下水道、都市）

下水路の工事見通しと影響などについて伺っておきたいと思います。

（２ 、困難をきわめる市民生活に対し、公共下水道料金に消費税をかけないでいただきたいと思いま）

す。

（３ 、下水道使用料の減免をしていただきたいと思います。）

二つ目の大きな質問は、都市下水路とユスリカ対策についてです。
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（１ 、緑と清流を取り戻す自然の都市下水路への転換についてお尋ねします。）

（２ 、来年度ユスリカ対策についての中身についてお尋ねいたします。）

三つ目の問題です。入札状況と政治倫理についてお尋ねします。

（１ 、低価格入札に対する対応、下請への契約の状況、建設業退職金共済制度の履行状況についてお）

尋ねしておきたいと思います。

（２ 、議員などの関係する企業の入札状況と落札状況についてお尋ねします。）

大きな４番目です。石井水処理センターに関する官政談合について。

（１ 、日本下水道事業団と明電舎のその後の状況と損害賠償を求めることについてです。）

以上、４問について明快なご答弁をいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

〇 吉田事務局長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 松村議員さんの一般質問にお答え申し上げます。事務局長（吉田勝己君）

初めに、今後の公共下水、都市下水の工事見通しと影響についてでございますが、平成14年度の予算に

つきましては、現在編成のための準備段階でございます。ご質問の中にありましたその政府の方針でいき

ますと、なお一層厳しい財政環境になると認識しておるところでございます。このような状況の中で今後

事業を進めていくためには、引き続き国庫補助等の特定財源を積極的に活用するとともに、構成市と十分

協議を重ね、当該事業の進捗に影響がないよう努力してまいりたいと考えております。

次に、消費税の関係でございますが、平成13年度予算でご議決をいただいておりますとおり、公共下水

道使用料金へ消費税、地方消費税を転嫁しているところでございます。ご高承のとおり、消費税法に基づ

きまして既に平成８年12月議会において関係条例のご議決をいただき、平成９年６月から下水道使用料金

に消費税等を転嫁し、実施しているところでございますので、ご理解をいただきたいと存じます。

次に、下水道使用料の減免の関係でございますが、当組合の下水道条例第23条につきましては、管理者

は公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができるとい

う内容でございまして、現在この条例を適用しているものにつきましては、水道の漏水事故及び建物の建

築に伴う使用料の減免でございます。

次に、都市下水路の関係でございますが、ご高承のとおり都市下水路につきましては、下水道法に基づ

きまして主として市街地における雨水の排除を目的とし、また浸水被害を防止する必要な都市施設でござ

います。その構造につきましては、開渠を原則としておりまして、都市化決定並びに事業認可を取得し、

継続的に整備を行っているところでございます。したがいまして、都市下水路としての設計基準からして

も自然の都市下水路の転換は現状では困難であると考えていますので、ご理解いただきたいと存じます。

次に、来年度のユスリカ対策についてでございますが、飯盛川及び大谷川両都市下水路の当組合の管理

につきましては、基本的に雨水に伴う災害を防ぐため、都市下水路の構造物及び流下能力の確保を図るこ

とが主目的でございます。ユスリカの発生は生活排水が原因と言われておりまして、水質関係につきまし

ては水質汚濁防止法等により、該当市が管理することとなっておるところでございます。しかしながら、

都市下水路は両市にまたがっていることなどから、両市の依頼を受け、当組合がユスリカ対策として両都

市下水路の現地調査を行い、ユスリカの発生状況等を確認し、薬剤散布を実施しているところでございま
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す。ユスリカの抜本的解決策としましては、ユスリカが発生できない環境づくりが大切でありまして、両

市におきましても広報等により合併浄化槽の普及など、その管理と水質保全の必要性を呼びかけておると

ころでございます。当組合といたしましても、公共下水道の整備を進めるとともに、処理区域内は公共下

水道へ接続替えを積極的に推進しているところでございます。ご質問の来年度のユスリカ対策につきまし

ては、今年度の実績を踏まえ構成両市と協議を行い、実施してまいりたいと考えております。

次に、低入札価格調査制度に対するご質問についてでございますが、鶴ヶ島市並びに国が制度を採用し

ておりまして、この制度は国土交通省の直轄工事においては、最低入札価格が予定価格掛ける３分の２か

ら10分の8.5の範囲内で、契約担当官の定める割合に満たない場合、当該契約の内容に適合した履行がな

されないおそれがあるかどうかについて調査する制度でございます。

当組合におきましては 国並びに鶴ヶ島市が行っている低入札価格制度は採用しておりません 平成12年、 。

度における契約については、履行不能とした事例はございませんでした。当組合におきましては、構成市

との調整を図りつつ、その他の自治体との情報を収集し、研究してまいりたいと存じます。

次に、下請への契約状況でございますが、当組合の元請、下請関係合理化指導要綱に基づきまして、受

注者より下請負人通知書に下請契約書の写しを添付し、当組合へ提出を義務づけており、元請人へ指導を

行っております。現在のところトラブル等の情報はお聞きしておりません。

次に、建設業退職金共済制度の履行状況についてでございますが、建設業退職金共済制度は昭和39年の

中小企業退職金法に基づき、建設現場に働く期間雇用者に退職金制度を普及させることにより、労働者の

福祉の増進を図り、建設業の振興に寄与するため創設されたもので、建設労働者を雇用する事業主が共済

に加入し、労働日数に応じて労働者の手帳に張りつけ、労働者は建設業を退職したときに一定の退職金を

受け取ることができる制度でございます。当組合は、平成11年４月以降、当組合発注工事500万円以上の

受注者に対して、建設業退職金共済制度の普及を図るため、共済証紙購入状況報告書の提出を求めること

としたところでございます。受注者においては、建設業退職金共済制度において掛金収納書の確認をして

おりまして、誠実に履行しているものと認識をしているところでございます。

次に、議員等の関係する企業の入札状況ということでございますが、当組合における議員等の関係する

企業の入札はございません。

次に、日本下水道事業団と明電舎に対するその後の状況でございますが、７月17日に26回目の公判がさ

いたま地裁で行われました。当組合としましても、今までどおり公判の内容について職員に傍聴させてお

りますが、新たな進展はありませんでした。次回、27回目の開催は、来る10月15日午前11時にさいたま地

裁で行われることになっておりまして、当組合としましても今までどおり公判の内容について職員に傍聴

させる考えであります。

以上でございます。

〇 ８番、松村和子議員。議長（高沢良夫君）

〇 ８番、松村。再質問を行います。８番（松村和子君）

まず最初に、１番目の問題ですけれども、国の政府の借金並びに来年度の地方交付税補助金削減によっ

て厳しいということを踏まえながら、両市で検討するということでございますけれども、来年のほぼある

程度の協議の予定とか段階、大体このような方針で臨むとか決まっていましたら、その点を答弁をお願い
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したいと思います。そして、影響をどういうふうに見るかという当局の見方についてもお聞きしておきた

いと思います。

二つ目の問題ですけれども、消費税の問題にしては理解してくださいということですけれども、今の市

民生活の厳しさの中で、やはりぜひ消費税を転嫁しない方向で検討していただければいいなというふうに

思っております。そして、減免についても法第23条の減免については、やはり生活の厳しさということで

、 、の減免は見受けられないということは一つ問題だと思うのですが 最近の新聞報道で水道や下水をとめて

結局そのとめられた人が中で餓死していたという事件があって、では下水や水道の徴収ができなかった。

あるいはそういう困った人がいるという報告が何ら市の方に報告が行っていなかったという事例が新聞に

載っていたのですよ。やはりこれは命にかかわる重要な問題なので、その人の生活全体を見るためにも公

共料金がまず払えないということについては、両市の生活保護課なり何なりにこういう方がこういうふう

に今払えないということで、すぐ生保ということではありませんけれども、やっぱり一応巡回みたいな形

で見に、市民の生活を見に行けるというような対応が望ましいのではないかというふうに私は新聞記事を

見て思ったものですから、ぜひそうした対応並びに減免も向こうから申し出ないからやらないのだと言っ

たって、市民の人はなかなか知り得ないということを前にも申し上げたのですけれども、こちらから積極

的に担当の方を通じて、両市でそういう問題をきちっと掌握して実施していくということが必要だという

ふうに思いますので、答弁をお願いしておきたいと思います。

緑と清流を取り戻す自然の都市下水路の問題については、先ほども圏央道の方の工事の内容は、やはり

今までどおりのような積算でなっているのではないかというふうに見受けられるわけです。今の山中議員

も視察に行かれたのを私もいただきましたけれども、あれを見て、こういう視察もしてきたのだなという

ことはわかったのですが、私はドイツにも視察には行っておりませんが、やはり今までのコンクリートの

ものではなくて、本当に自然の草や動植物が憩えるようなものをというので直したという、そういうのを

方々行ってこられた方が見ているわけです。なぜかといいますと、鶴ヶ島でも既に高倉の池というのがあ

るのですけれども、あそこでは自然のものを生かした護岸工事をもう20年近く前になりますか、十五、六

年前になりますか、私も長い間議会にいるので、ちょっとはっきりわからないのですが、要求してやはり

鳥が本当に憩えるような、護岸ができてもきちっと水が通じるようなのをつくってほしいのだということ

を要請して、つくっていただいたのですよ。非常に水辺もきれいですし、やはり何とか都市下水路といえ

ども、もう時代は変わりましたので、お金だけかけて護岸をびっしりやればいいというのではなくて、本

当に地域の緑と清流のあるそうしたものへの転換が必要ではないかなと思いますので、何らかの形で考え

られないものでしょうか。もう一度ご答弁をお願いします。

ユスリカ対策については、両市と協議の上ということでございますが、やはり予算を出すのは当組合な

のですね。やっぱり主体性を持って当組合が今後公害を一番心配しておりますので、薬剤散布で害のない

ものはないわけなので、いろんな形で今微生物とか、あるいはいろんなものを言っておりますけれども、

そうした自然のものを使ったユスリカ対策を、コイを放しているというのは聞きましたけれども、あらゆ

る地方に視察に行っていらっしゃると思うので、そういったものを生かして、自然の浄化をお願いしたい

というふうに思いますので、もう一度答弁をお尋ねしたいと思います。

次に、入札状況と政治倫理の問題なのですが、鶴ヶ島市では先ほど来申し上げているとおり、調査基準
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価格を設けました。ところが、ここでは設けていないということで、私も低入札について調べてみたので

すよ。今年に入りまして、この低入札で平成13年６月14日では、入札予定価格1,560万ですか、に対して

２分の１以下だと思います。株式会社諏訪産業が860万円で落札をしているのですね。これが五味ヶ谷の

下水道の築造工事です。平成13年の７月17日には、五味ヶ谷のやはり３で、これが予定価格が2,260万に

対して、設計価格が2,260万円、それに対して木藤建設が1,084万、これも２分の１以下ということで落札

しております。そして、先ほど来言われております浅羽の大排水路につきましても、平成13年８月の29日

に予定価格9,000万円、設計価格9,000万円、落札価格6,200万円、約六十数％ですか、これ株式会社田中

工業が落札をしております。このように私がざっと見させていただいた中でも、３本、もう２分の１以下

を含めまして３本低入札価格での入札が履行されているわけです。全部は数えませんでしたけれども、ま

だまだほかにも５カ所以上あったと、ですから10カ所近い入札が非常に低い価格で既に落札しているわけ

です。

私が一番心配しておりますのは、一つには、この最低制限価格が設けていないこと、それから調査基準

価格も設けていないことから、こうした低入札価格の業者が本当にこれをこんな低い価格で履行できるの

かどうか、今までが高過ぎたのならいいのですけれども、それでは半分以上の高い値段で今まで公共事業

を発注していたことになるので、重大な問題ですよ。ですから、積算価格、予定価格よりも半分以下、こ

ういうところがどんな今経営状態で、本当に工事が履行できるのかどうかをきちっと確かめて、監督して

。 。 、 。いるのかどうか この三つについてね ちゃんとそのご説明をいただいておきたいと 一つには思います

ぜひご答弁をよろしくお願いします。

続きまして、下請へのそうなりますと、契約状況をちゃんと出させていますと、先ほどおっしゃいまし

た。この下請は労賃につきましては、設計価格どおりに、本来ならば第２請け、３請け、４請けとあって

も労賃はきちっと払わなければならないわけですよ。ところが、今その労賃を大幅に削っていって、働く

人が働けなくなってくるという深刻な状態に置かれるわけです。ですから、積算価格をきちっと出させて

いるならば、こんな低い価格でも最後の業者にきちっと労賃が積算どおり払われているかどうかをチェッ

クしていますか。それが一つ、大事なことだと思うのです。

、 、 、川越市では そうした業者に対して481社に施工台帳を出させて 履行しているかどうかをチェックし

していない場合はちゃんと訴えているわけです。そのぐらいにやらないと、業者はもう元請がたくさん取

ってしまって、下請まで回らないということになりますので、きちっとその契約制度を本来ならつくって

やる、条例をつくってやるべきですけれども、今そこまでは求めてはおりませんので、若干そうしたきち

っとした指導はできているかどうかということが一つ。

建退共の問題もそうです。建設業退職者共済制度の問題も私が何年か前に質問したときには、ほとんど

担当もどうもはっきりした返事がありませんでした。今回はこういう形で内容でこういう努力しています

という答弁いただいただけ一歩前進というふうに思いますけれども、業者の方の話によりますと、ちゃん

とやっていると思いますという先ほどの答弁でしたけれども、実際にはなかなかこの建退共の証紙の分も

入札価格に入っているのだけれども、実際には払われていないケースというのが多いらしいのですよ。や

っぱり現場で手帳にちゃんと建退共の証紙を張って、建設者が失業しても大丈夫なようにできているのか

どうかを指導を入れる必要も、工事件数は多いのですけれども、やっぱりそういうふうにすることによっ
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て本当に労働者の立場を守るということができると思いますので、そうした履行状況の調査、どう行われ

ているかということでお尋ねしておきたいと思います。

また、議員等の関係する企業の入札というのは、幾ら広域行政であれ、ここに今現在いる下水道の議員

という意味ではありません、今回は。前は２名ほどいらっしゃいましたけれども、今回はこちらではない

ところに配置されたとは思うのですが、行かれたと思いますけれども、平成13年度においても結構入札に

参加していまして、落札者が２名いらっしゃるわけです。やっぱりこういうことを、さっきのは平成12年

度でございましたけれども、13年度も同様ということでは全然前進が見られないので、こうした精査をぜ

ひお願いしておきたいというふうに思います。

四つ目の問題ですけれども、日本下水道事業団と明電舎の問題ではテレビ報道がありまして、こうした

談合問題で一程度の判例が出たというふうに見ましたものですから、今回は何か進展があったかなと期待

して質問したのですが、そうしたほかの地域だったのではないかというふうに思われますので、ほかで日

本の全国で訴訟が起きておりますので、ほかではどういう状況になっているのか。この件については今答

弁されたとおり、７月17日の公判というのは納得したわけですけれども、その点についてお尋ねしておき

たいと思います。

〇 吉田事務局長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 お答え申し上げます。事務局長（吉田勝己君）

最初に、今後の公共下水、あるいは都市下水路の影響等でございますけれども、先ほどもご答弁申し上

げましたとおり、現在来年度の予算の準備段階でございます。ただ、補助金等につきましては、10％カッ

トというふうな話も若干は耳にしております。そのような状況になりますと、これからの進捗に影響が出

る恐れもございますので、構成市と十分協議を重ねて進めていきたいというふうに考えております。

続きまして、生活困窮者に対する関係でございますけれども、生活困窮者に対する使用料の減免につき

ましては、これは本人の申請があった時点で審査をし、その内容を確認し、決定することということでご

ざいます。したがいまして、いずれにいたしましても構成市と十分協議をしてまいりたいというふうに考

えておるところでございます。

次に、都市下水路の関係でございますが、基本的に国の補助基準は開渠を原則とし、従来ですと積ブロ

ックによる施工方法が決まっていることでございます。都市下水路が完成するまでは国の補助基準で行っ

ていかなければならないわけでございまして、また既に完成をいたしております飯盛川、大谷川につきま

しては、東坂戸の桜並木あるいはコイの魚道、あるいは河床にミクリを残すというような自然を取り入れ

た方法もいたしておりますが、いろいろと今後研究してまいりたいと存じます。

次に、ユスリカ対策でございますが、飯盛川、大谷川の両都市下水路のユスリカ対策としましては、部

分的な対策を講じたとしても抜本的な解決を望むのは困難でありまして、水質悪化のもとを改善しなけれ

ばならないと思われます。しかしながら、両都市下水路に面した地域では、被害の程度の違いはあると思

われますが、既に影響を受けておりまして、両市においても即効性、効率性等考慮した薬剤の散布を採用

しているものと思われます。

次に、入札の関係でございますが、平成13年度の工事等発注に対しまして、低い価格で落札した業者に

対しての調査はしておりません。平成13年度工事の予定価格に対し低落札率で契約した事例は６件でござ
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います。この工事のうち３件は既に検査も終了し、引き渡しを完了しております。残り１件は現場が完了

し、検査を受ける段階になっております。残り２件は工事期間中でありますので、仕様書どおり現場が行

われているか、材料等設計どおり納品されているか等工事現場の監督監理を徹底し、職員にチェックをさ

せていくこととしているところでございます。いずれにしても、低入札の入札をした契約者については、

契約内容に適した履行がされるよう監理監督、そして工事検査を行ってまいりたいと考えております。

、 、請負業者から支払われる作業員の労賃の関係でございますが 請負業者にかかわる債権債務であるため

当組合としましては請負業者に十分指導を行っていきたいと考えております。下請契約にかかわる労賃支

払いについては、当組合の元請・下請関係合理化指導要綱に基づきまして請負業者へ指導してまいりたい

と考えております。

次に、議員の入札の関係でございますけれども、構成市における議員の家族が代表者で、入札に参加し

ている場合についてでございますが、平成12年度、入札参加23件で落札は３件でございます。

、 、 、 、次に 公判の状況でございますけれども ９月７日のテレビニュースにおいて 名古屋地裁での判決で

被告電気業者、事業団に対して支払い命令が出たとの報道がありましたが、その詳しい内容については現

時点ではわかりませんので、ご了承願いたいと存じます。

以上でございます。

〇 ８番、松村和子議員。議長（高沢良夫君）

〇 ８番、松村和子。再々質問を行います。８番（松村和子君）

まず、一つお金もかからないし、ちょっと労力はかかりますけれども、いわゆる下水道料金が本当に払

、 、 、えないという方を巡回して いわゆるお金をもらいながら この人はということはすぐわかると思うので

両市に連絡をして、自殺とか、本当に今後その人が大事に至らないような対策をとるという、そういうこ

とは決して広域行政で下水道だから離れているわけではないのですよ。両市の本来なら一部を負担した組

合のわけですから、そういう点では血も涙もないような行政であってはならないと思うのです。ましてや

私ここで一般質問しているのですよ。一般質問していて問題が起きたら、もう下水道組合、水道企業団の

私は責任になると思うのです。何にも言わないのだったらばともかく、それらに対して何も対策が立てら

。 、 。 、 、れない 減免を言っているものもありますけれども 減免ではないのですよ まず その生活保護の状態

どうなのかということを両市にきちっと知らせるということぐらいはできると思うのですね。これもでき

ないと言うようだったら、もう困りますよ。ですから、そこをしながら減免についても相談をするという

のが本来のあり方ではないのですか、両市の担当、あるいは執行者の。それは、それから減免ということ

になるかもしれませんけれども、それぐらいはぜひお願いしたいと思います。

次に、大きな問題だけにやります。入札の問題では、やはり検討ではなくてもう調査基準価格ないし最

低制限価格は絶対にもう設ける時期に来ているというふうに思います。なぜなら私も低入札価格は多いだ

ろうと思ってみたら、こんなにたくさんあるのでびっくりしたのですよね。もう二度同じことは言いませ

んけれども、今答弁の内容では今後終わっていないところはきちっと調査していくということですけれど

も、終わってから調査するのではなくて、やっぱり入札をしたときに落札に至るかどうかという前に、き

ちっとしたそういう調査をして、この会社なら大丈夫、保証はどうあろう。そういうのをやってからやら

。 、なければ危ないのではないでしょうか それをするためにも最低制限価格が一番望ましいのですけれども
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それができなければ調査基準価格を設けて、その範囲であれば調査すると、それ以下ではもう落札させな

いという厳しい指導監督をする必要があるというふうに思うのですけれども、この点は早急に私やらなく

てはいけないと思いますが、どうですか。答弁をお願いします。

また、建退共と下請への状況ですけれども、チェックが本当に行き届いているというふうには思えない

のですけれども、今後下水道の関係で丸投げの問題や、あるいは私どもにこういうことがあるのだよとい

うようなご相談のないように、きちっとチェックをお願いしたいと思います。

以上です。

〇 吉田事務局長、答弁。議長（高沢良夫君）

〇 お答えします。事務局長（吉田勝己君）

低入札価格調査制度の関係でございますけれども、これにつきましては当組合としまして、今後構成市

と十分調整を図り、研究してまいりたいと考えております。

以上でございます。

〇 以上をもって一般質問を終結いたします。議長（高沢良夫君）

◇

議長のあいさつ◎

〇 本定例会の議事は全部終了いたしました。議長（高沢良夫君）

閉会に当たり一言ごあいさつを申し上げます。本日は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会定例会に早朝より

ご出席を賜り、大変重要な案件につきまして慎重なる審議をいただきまして、ご議決をいただきまして、

まことにありがとうございました。

最近の経済動向を見ても、依然厳しい状況ではございますが、下水道組合の事業につきましては、大変

市民生活と密着した重要な事業でございます。今後とも議員各位には大所高所より議会運営に格段のご協

力をお願いいたすとともに、健康に十分留意され、両市の進展のためご尽力されますようお願いいたしま

して、甚だ簡単ではございますが、一言ごあいさつといたします。

◇

管理者のあいさつ◎

〇 管理者からごあいさつをお願いします。議長（高沢良夫君）

伊利管理者。

、 。〇 議長のお許しをいただきましたので ごあいさつを申し上げさせていただきます管理者 伊利 仁君（ ）

本日は、平成13年９月第４回坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会定例会をお願いいたしましたところ、議員各

位には早朝来よりご出席を賜りまして、極めて長時間の中におきまして慎重ご審議を賜り、本組合の平成

12年度の歳入歳出決算ご提案申し上げましたところ、原案どおりの認定を賜りまして、心から感謝を申し

上げる次第でございます。



- 42 -

、 、 、 、なお 議案のご審議の過程 あるいはまた一般質問を通じまして それぞれ議員各位から貴重なご示唆

ご提言等を賜ったわけでございます。私ども議会の意を十分尊重いたしまして、これからも事務事業の進

捗に向けまして、精いっぱいの努力を重ねてまいる所存でございます。なお、極めて財政厳しい中ではあ

りますけれども、下水道の普及、まさに文化生活を営む上のバロメーターとも言われております。快適な

環境を営むいわゆる基本的な事業でもございますので、これらにつきましても鋭意努力を重ねてまいる所

存でございます。

さらにまた、本管がもう既に完成を見ているにもかかわらず、まだ接続をしていない、先ほどご指摘も

いただきましたけれども、これらにつきましても多くの方々のご理解をいただきながら、できるだけこれ

らも解決をし、都市の河川の浄化等に向けても努力をしてまいる所存でございますので、どうぞ引き続き

議員各位の変わらざるご指導とご支援、心からお願いを申し上げる次第でございます。

気候的にはよくなってきたところでありますけれども、朝晩の冷え込みも厳しくなってまいります。ど

うご自愛いただきまして、本組合の進展のために今後ともご活躍をいただきますように心からご祈念申し

上げ、御礼のごあいさつとかえさせていただきます。ありがとうございました。

◇

（午後 ２時３２分）◎閉会の宣告

、 、〇 これをもって平成13年９月第４回坂戸 鶴ヶ島下水道組合議会定例会の議事を閉じ議長 高沢良夫君（ ）

閉会といたします。ありがとうございました。
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